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        令和７年第１回中山町議会定例会会議録 

 

 令和７年３月５日中山町議会定例会を、中山町役場大会議室で開催した。 

出席した議員は次のとおり 

 

   １ 番   佐 東 幸 治         ２ 番   須 貝 勝 司 

   ３ 番   田 宮 昌 幸         ４ 番   夛 田 慎 二 

５ 番   斎 藤 眞 一         ６ 番   鈴 木 徹 雄 

７ 番   渡 辺 博 文         ８ 番   村 山   隆 

９ 番   渡 邉   史        １０ 番   鎌 上   徹 

 

 

地方自治法第１２１条の規定により、説明のために出席した者は次のとおり 

 

町 長 佐 藤 俊 晴  副 町 長 秋 葉 秀出男 

総 務 広 報 課 長 黒 沼 里 香  総 合 政 策 課 長 神 保 勝 也 

住 民 税 務 課 長 髙 橋 孝 広  健 康 福 祉 課 長 渡 辺 美 喜 

産業振興課長 (兼 )農業委員会事務局長 井 上 栄 司  建 設 課 長 佐 藤 隆 一 

教 育 長 浦 山 健 一  教 育 課 長 栗 原   純  
 

 

 
 

 

 

職務のために出席した者は次のとおり 

 

議 会 事 務 局 長 髙 橋 昌 一  議 会 事 務 局 書 記 後 藤   舞 

議 会 事 務 局 書 記 石 川 里 佳    
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会議に付した事件は次のとおり 

議第 ３号 令和６年度中山町一般会計補正予算（第１１号）について 

議第 ４号 令和６年度中山町国民健康保険特別会計補正予算（第５号）について 

議第 ５号 令和６年度中山町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）について 

議第 ６号 令和６年度中山町介護保険特別会計補正予算（第５号）について 

議第 ７号 令和６年度中山町下水道事業会計補正予算（第３号）について 

議第 ８号 令和７年度中山町一般会計予算について 

議第 ９号 令和７年度中山町国民健康保険特別 会計予算 について 

議第１０号 令和７年度中山町後期高齢者医療特別会計予算について 

議第１１号 令和７年度中山町介護保険特別会計予算について 

議第１２号 令和７年度中山町下水道事業会計予算について 

議第１３号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例

の設定について 

議第１４号 中山町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用に関する  条例の一部を改正する条例

の制定について 

 議第１５号 中山町犯罪被害者等支援条例の設定について 

 議第１６号 中山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例の

設定について 

 議第１７号 特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

議第１８号 中山町公共施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例の設定につ

いて 

 議第１９号 中山町町税条例の一部を改正する条例の制定について 

 議第２０号 中山町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例の制定について 

 議第２１号 中山町町民休養交流センター「ひまわり温泉ゆ・ら・ら」の設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 議第２２号 中山町議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

 議第２３号 中山町農業委員会委員の任命について 

 議第２４号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

請願（総務文教常任委員会付託の件） 

 

本日の議事日程は次のとおり 

（別紙 議事日程第２号のとおり） 
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会議の経過 

議長（鎌上徹君） おはようございます。 

     本日は１０名が出席しており、定足数に達しておりますので、これから本日

の会議を開きます。 

         （午前１０時００分） 

     ここで、議長よりあらかじめ申しあげます。 

     本日の起立による表決において、起立しない方は全て反対とみなしますので、

よろしくお願いします。 

     日程第１、議第３号「令和６年度中山町一般会計補正予算（第１１号）につ

いて」を議題といたします。 

     本案について提案理由の説明を求めます。 

議  長 佐藤町長。 

町長（佐藤俊晴君） おはようございます。 

それでは議第３号「令和６年度中山町一般会計補正予算（第１１号）につい

て」の提案理由を申しあげます。 

初めに歳入の主なものについて申しあげます。町税につきましては、法人税

割及び均等割合わせまして３５０万円を減額いたします。 

地方交付税につきましては、普通交付税８，４４０万８，０００円を増額い

たします。 

分担金及び負担金につきましては、保育料負担金及び放課後児童クラブ保育

料負担金の減額などにより、総額で１，０６３万５，０００円を減額いたしま

す。 

国庫支出金につきましては、物価高騰対策重点支援地方創生臨時交付金及び

新しい地方経済・生活環境創生交付金の増額などにより、総額で５，０２５万

７，０００円を増額いたします。 

県支出金につきましては、地域経済活性化・物価高騰対策事業費補助金の増

額、産地生産基盤パワーアップ事業補助金や、農地利用効率化等支援交付金の

減額などにより、総額で６９２万９，０００円を減額いたします。 

寄附金につきましては、ふるさと寄附金１，０７６万２，０００円を増額い

たします。 

繰入金につきましては、財政調整基金、スポーツ振興基金の繰入金の減額及

びひまわり温泉整備基金の増額により、総額で１億５，０１７万８，０００円

を減額いたします。 

諸収入につきましては、新型コロナワクチン接種補助金の減額などにより総

額で４４３万９，０００円を減額いたします。 
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次に歳出の主なものについて申しあげます。 

総務費につきましては、町債管理基金積立金やふるさと納税事務代行委託料

等の増額、会計年度任用職員に係る人件費の減額、総合ＧＩＳ構築関連業務委

託料及び地域おこし協力隊に関連する報酬や補助金の減額などにより、総額で

１，６０１万７，０００円を減額いたします。 

民生費につきましては、住民税非課税世帯物価高騰対策臨時給付金の増額、

定額減税補足給付金や保育所運営事業における会計年度任用職員に係る人件費

の減額など、総額で２，１７４万５，０００円を減額いたします。 

衛生費につきましては、ごみ収集委託料や山形広域環境事務組合負担金の減

額などにより、総額で２，９３４万円を減額いたします。 

     農林水産業費につきましては、産地生産基盤パワーアップ事業補助金や、農

地利用効率化等支援交付金の減額など、総額で１，０１９万６，０００円を減

額いたします。 

商工費につきましては、物価高騰対策商品券業務委託料の増額など、総額で

５，５００万９，０００円を増額いたします。 

土木費につきましては、道路台帳整備委託料や積雪深自動モニタリングシス

テム導入業務委託料の減額など、総額で２，２５６万１，０００円を減額いた

します。 

消防費につきましては、防災対応用備品の増額などにより、総額で３，０１

１万６，０００円を増額いたします。 

教育費につきましては、準要保護等児童生徒就学援助費や小中学校や学校給

食センターにおける光熱水費の減額などにより、総額で１，５９３万８，００

０円を減額いたします。 

最後に予備費につきましては、歳入歳出の差額４１万８，０００円を増額い

たします。 

以上が、歳入歳出補正予算の概要でありますが、今回の３，０２５万４，０

００円の減額補正により、令和６年度一般会計の予算規模は６０億６，８９０

万８，０００円となるものでございます。 

第２表、繰越明許費の追加でありますが、２款３項戸籍住民基本台帳費、戸

籍住民基本台帳経費３２５万円につきましては、戸籍への送り仮名記載のため、

通知に係る郵送料及び通知印刷業務委託について、年度内に完了することがで

きないため、繰越事業とするものでございます。 

３款１項社会福祉費、住民税非課税世帯物価高騰対策臨時給付金事業２，６

１３万１，０００円につきましては、令和７年度において支給を行うために給

付金や給付事務に係る経費について繰越事業とするものでございます。 

６款１項農業費、果樹畑作需給拡大推進事業２，３４７万６，０００円につ
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きましては、果樹の新植・改植や農機具の導入などについて、年度内に完了が

見込まれないことから、繰越事業とするものでございます。 

７款１項商工費、物価高騰対策商品券事業５，７００万円につきましては、

町民への商品券配布を令和７年度において行うため、業務委託料や事務に係る

経費について繰越事業とするものでございます。 

９款１項消防費、防災施設・整備事業３，３６１万円につきましては、国の

令和６年度補正予算による新しい地方経済・生活環境創生交付金を活用し、防

災対応用備品の整備に取り組むことから、繰越事業とするものでございます。 

次に、繰越明許費の変更でありますが、３款２項児童福祉費、保育所施設管

理事業につきましては、なかやま保育園空調設備改修工事（２期工事）の工期

に合わせ、保育園改修工事設計監理業務委託料１４８万５，０００円を追加し、

１億４８万５，０００円に変更し繰越するものでございます。 

７款１項商工費、ひまわり温泉管理運営事業につきましては、源泉配管改修

工事設計業務委託料２３５万４，０００円を追加し、１，７３５万３，０００

円に変更し、繰越するものでございます。 

なお、詳細につきましては、総合政策課長より説明させますので、よろしく

ご審議の上、ご可決賜りますようお願い申しあげます。 

総合政策課長（神保勝也君） 改めまして、皆様おはようございます。 

総合政策課長、神保でございます。それでは、一般会計補正予算（第１１

号）につきまして、事項別明細書によりご説明申しあげたいと思います。 

議案書７ページをご覧いただきたいと思います。まずは１款１項２目法人１

節の現年課税分均等割１００万円の減額、合わせて法人税割２５０万円の減額

につきましては、今年度令和６年度の収入見込みによりまして減額をさせてい

ただくものでございます。 

続いて１０款１項１目１節地方交付税８，４４０万８，０００円でございま

すが、こちらは国の補正予算による普通交付税の再算定が行われたことにより、

この金額が追加交付とされましたことから、増額となっているものでございま

す。 

なお、追加交付につきましては、令和３年度以降、４年連続での追加交付と

なっているところでございます。 

続いて、１２款１項１目民生費の負担金、１節社会福祉費負担金、老人福祉

施設入所負担金８１万６，０００円の減額でございますが、こちらは入所者の

入所状況に合わせまして、負担金を減額させていただくものでございます。 

同２節児童民生費負担金、保育料負担金現年分６２６万６，０００円の減額、

それから豊田地区放課後児童クラブ保育料負担金７１万６，０００円の減額、

長崎地区放課後児童クラブ保育料負担金２８３万７，０００円の減額につきま
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しては、今年度の保育料の実績見込みによりまして、予算との差額について減

額をさせていただくものでございます。 

続いて、１４款１項１目民生費の国庫負担金、１節社会福祉費負担金、上か

ら国民健康保険保険基盤安定負担金１５万５，０００円の減額、３つ飛びまし

て、国民健康保険未就学児均等割保険料負担金７万８，０００円の減額。国民

健康保険産前産後保険料負担金１０万６，０００円の減額につきましては、保

険基盤安定制度負担金等の算定によりまして、このたび減額をさせていただく

ものでございます。 

戻りまして、障害児入所給付費等国庫負担金２４５万７，０００円の減額、

障害者自立支援給付費負担金２８５万９，０００円の増額、障害者医療費負担

金４５万６，０００円の増額につきましては、こちらも今年度の給付見込み等

を勘案しまして、それぞれ調整をさせていただくものでございます。 

続いて、同２節児童福祉費負担金、子どものための教育・保育給付費負担金

１８５万１，０００円の増額につきましては、こちらも今年度の給付見込みに

より増額をさせていただくものでございます。 

同項２目衛生費国庫負担金１節衛生費負担金、予防接種健康被害給付費負担

金２３万６，０００円の増額につきましては、現在治療中の方に対する給付を

見込みまして増額をさせていただくものでございます。 

８ページになります。１４款２項１目総務費国庫負担金、１節総務費補助金、

個人番号カード交付事務費補助金７３万８，０００円の減額につきましては、

マイナンバーカードの交付事務の実績見込みにより減額をさせていただくもの

でございます。 

続いて、社会保障・税番号制度システム整備費補助金３２４万９，０００円

につきましては、戸籍へのふり仮名記載等に係ります費用について増額をさせ

ていただくものでございます。 

続いて、デジタル田園都市国家構想交付金１，０６０万円の減額でございま

すが、こちらは今年度実施をいたしました統合ＧＩＳ導入、それからコンビニ

交付の導入、積雪深自動モニタリングシステム導入に係るそれぞれの事業の実

績見込みによりまして、国からの交付金を減額させていただくものでございま

す。 

続いて、物価高騰対策重点支援地方創生臨時交付金４，７５５万９，０００

円につきましては、住民税非課税世帯への臨時給付金や商品券事業を実施する

ための追加交付分として６，８５５万９，０００円、今年度令和６年度実施を

いたしました定額減税補足給付金の実績見込みにより２，１００万円の減額、

合わせまして４，７５５万９，０００円を増額させていただくものでございま

す。 
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続いて、新しい地方経済・生活環境創生交付金１，６９２万９，０００円に

つきましては、国の令和６年度補正予算により、新たに新設されました交付金

を活用させていただき、防災対応用備品の購入の財源とさせていただくため、

増額をさせていただくものでございます。 

同２目民生費国庫補助金１節社会福祉費補助金、地域生活支援事業等補助金

２７４万７，０００円の減額につきましては、利用者数などの実績見込みによ

り減額をさせていただくものでございます。 

同３目衛生費国庫補助金１節衛生費補助金、出産・子育て応援交付金交付事

業費補助金８９万６，０００円の減額につきましては、こちらも今年度の実績

見込みにより減額をさせていただくものでございます。 

同４目土木費国庫補助金、１節道路橋梁費補助金、社会資本整備総合交付金

３８９万５，０００円の減額、それから、同２節の住宅費補助金、住宅・建築

物安全ストック形成事業補助金５０万円の減額、社会資本整備総合交付金２５

万３，０００円の増額、空き家対策総合支援事業補助金７１万円の減額につき

ましては、国からの交付決定に基づきまして、それぞれ調整をさせていただく

ものでございます。 

     １４款３項３目土木費委託金１節の河川費委託金でございます。河川堤防除

草委託金２５万３，０００円の減額につきましては、今年度の事業がほぼ完了

していることにより、事業費が確定しましたことから減額をさせていただくも

のでございます。 

続いて、１５款１項１目民生費県負担金、１節社会福祉費負担金、国民健康

保険保険基盤安定制度負担金１３８万５，０００円の減額、後期高齢者医療保

険基盤安定制度負担金４１万５，０００円の減額、３つ飛びまして、国民健康

保険未就学児均等割保険料負担金３万９，０００円の減額、それから、国民健

康保険産前産後保険料負担金５万３，０００円の減額につきましては、先ほど

国庫負担金のところで申しあげましたとおりと同様に、県負担金分についても

減額をさせていただくものでございます。 

戻りまして、障害者自立支援給付費負担金１４３万円の増額、障害者医療費

負担金２２万８，０００円の増額、障害児入所給付費等県負担金１２２万９，

０００円の減額につきましては、国庫負担金と同様に県負担金分を調整させて

いただくものでございます。 

同２節児童福祉費負担金、子どものための教育・保育給付費県費負担金２０

２万２，０００円の増額につきましては、こちらも国庫負担金と同様、県負担

金を増額させていただくものでございます。 

     ９ページをご覧ください。１５款２項２目民生費県補助金、１節社会福祉費

補助金、重度心身障がい（児）者医療給付事業補助金２３４万８，０００円の
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減額につきましては、当初見込んでおりました人数等、予想を下回る給付見込

みとなったため減額をさせていただくものでございます。 

続いて、地域生活支援事業等補助金１３７万３，０００円の減額につきまし

ては、こちらも国庫負担金と同様に県補助分を減額させていただくものでござ

います。低所得世帯の冬の生活応援事業費補助金２２万５，０００円の減額に

つきましては、事業の完了に伴いまして減額をさせていただくものでございま

す。 

同２節児童福祉費補助金、子育て支援医療給付事業補助金４３９万１，００

０円の減額につきましては、こちらも当初見込みを下回る給付見込みとなった

ことから減額をさせていただくものでございます。 

続いて、子どものための教育・保育給付費補助金９７万２，０００円の増額、

子育てのための施設等利用給付交付金４８万円の増額につきましては、今年度

令和６年度の給付見込みにより増額をさせていただくものでございます。 

続いて、同３目衛生費県補助金、１節保健衛生費補助金、出産・子育て応援

交付金交付事業費補助金２２万３，０００円の減額につきましては、今年度の

事業実績見込みにより減額をさせていただくものでございます。 

続いて、同４目、農林水産業費県補助金、１節農業費補助金、産地生産基盤

パワーアップ事業補助金６９０万８，０００円の減額でございますが、こちら

は国補助事業の不採択により減額をさせていただくものでございます。 

     続いて、農地利用効率化等支援交付金３０６万４，０００円の減額につきま

しては、こちらは事業採択を受けていた２名の事業者から事業取り下げの申し

出がありましたことから減額をさせていただくものでございます。 

続いて、同５目商工費県補助金、１節商工費補助金、地域経済活性化・物価

高騰対策事業費補助金１，１１２万７，０００円につきましては、このたび補

正をしております商品券事業に対する県補助金分を増額させていただくもので

ございます。 

同６目土木費県補助金、１節住宅費補助金、住宅リフォーム支援事業費補助

金（一般世帯分）１３３万５，０００円の減額、住宅リフォーム支援事業費補

助金（耐震改修分）２０万円の減額につきましては、補助金の交付決定に基づ

きまして減額をさせていただくものでございます。 

続いて、１７款１項１目１節ふるさと寄附金１，０７６万２，０００円でご

ざいますが、今年度の寄附金の増額が見込まれますことから、１２月補正に引

き続きになりますけれども、増額をさせていただくものでございます。 

１８款１項１目基金繰入金、１節財政調整基金の繰入金でございます。この

たびの一般会計補正予算に係る財源調整の結果、１億５，１００万円の減額が

できると見込まれますことから、財政調整基金からの繰入を減額させていただ
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くこととしておったものでございます。 

続いて、同３節ひまわり温泉整備基金繰入金１４７万７，０００円の増額に

つきましては、工事費等の増額に伴いまして繰入金を増額させていただくもの

でございます。 

同８節、スポーツ振興基金繰入金６５万５，０００円の減額につきましては、

今年度購入をしました冷風機の購入費の減に伴いまして、繰入金を減額させて

いただくものでございます。 

１０ページをご覧ください。２０款４項２目１節雑入でございます。まずは、

スポーツ振興くじ助成金１４万円の増額につきましては、助成金額の確定によ

り増額をさせていただくものでございます。 

     続いて、新型コロナワクチン接種助成金３５１万９，０００円の減額につき

ましては、今年度の事業の実績見込みにより減額とさせていただくものでござ

います。 

最後に、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施委託料１０６万円の減額

につきましても、事業実績の見込みにより減額をさせていただくものでござい

ます。 

続いて、１１ページをご覧ください。今度は歳出の補正予算でございます。 

まずは、２款１項１目一般管理費、１節会計年度任用職員報酬１９０万円の

減額、３節職員手当等４６万８，０００円の減額、４節市町村職員共済組合負

担金等４０万円の減額及び社会保険料１００万円の減額につきましては、会計

年度任用職員の任用者数の減などにより、今年度の事業実績見込みも踏まえま

して、予算との差額を減額させていただくものでございます。 

８節普通旅費３０万円の減額につきましては、今年度の実績見込みによりま

して、予算との差額を減額させていただくものでございます。 

続いて、１１節手数料１０万円の減額につきましては、文書の廃棄処理等の

執行状況等、実績見込みによりまして、不要と見込まれます額を減額させてい

ただくものでございます。 

続いて、総合賠償補償保険分担金４万５，０００円の減、１２節になります

が、法律顧問料２０万４，０００円の減額、給与システム改修委託料１１万円

の減額につきましては、分担金の金額及び委託金額の確定によりまして減額を

させていただくものでございます。 

     １２節の職員健康診断委託料４３万７，０００円の減額、それから１８節に

なりますが、職員研修負担金２５万円の減額につきましては、今年度の事業の

執行状況など実績見込みにより、不要額となる金額を減額させていただくもの

でございます。 

続いて、同２目広報広聴費でございます。１０節印刷製本費１５０万円の減
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額、それから１２節ホームページ保守管理委託料１７万６，０００円の減額に

つきましては、印刷製本費については、町報やお知らせ版の印刷費の実績見込

み及びホームページの保守管理委託料につきましては、こちらも実績見込みに

より予算との差額を減額させていただくものでございます。 

続いて、同３目財政管理費、２４節の積立金１，８２７万４，０００円の増

額につきましては、町債管理基金積立金１，８２７万４，０００円の増額でご

ざいます。これにつきましては、令和６年度普通交付税の再算定におきまして、

新たに創設をされました臨時財政対策債償還基金費に係る金額をこのたび町債

管理基金に積み立てさせていただくため、増額をするものでございます。 

     なお、この１，８２７万４，０００円につきましては、令和７年度及び令和

８年度にそれぞれ取り崩しさせていただき、臨時財政対策債の償還に充てさせ

ていただくということのお約束で、いただいているものでございます。 

続いて、同５目財産管理費、１節会計年度任用職員報酬４４万４，０００円

の減額、続いて４節市町村職員共済組合負担金等３万４，０００円の減額、１

つ飛びまして８節の費用弁償６，０００円の減額につきましては、こちらは入

札参加資格の審査受付業務のため、今年度採用を予定しておりました会計年度

任用職員について、庁舎内の調整により新たに採用せず事務を進めることがで

きたため、このたび減額をさせていただくものでございます。 

７節の講師謝礼等８０万円の減額でございますが、こちらは公共施設再配置

等における会議時の講師を、業務委託により実施することに変更したため、減

額をさせていただくものでございます。 

続いて、１２ページでございます。１０節燃料費５３万９，０００円の減額

につきましては、役場庁舎におきます灯油等の燃料費について、執行見込みに

より、予算との差額を減額させていただくものでございます。 

修繕料の５５万円の減額、それから１１節自動車損害保険料の２５万円の減

額につきましては、公用車の車検などに伴う修繕及び自動車損害保険料の実績

見込みにより予算との差額を減額させていただくものでございます。 

１２節公共嘱託登記事務委託料７５万５，０００円の減額につきましては、

今年度のこの事業の決算見込みによりまして、不要となる額を減額させていた

だくものでございます。同じく１２節長寿命化改修事前調査業務委託料１００

万円の減額につきましては、業務委託のほうが完了しておりますので、予算と

の差額を減額させていただくものでございます。 

１４節庁舎電灯用変圧器交換工事２６万９，０００円の減額につきましては、

こちらも工事が完了しておりますので、当初予算との差額を減額させていただ

くものでございます。 

１８節庁舎関係備品２９万円の増額につきましては、事務用机等の購入など、
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庁舎関係備品の購入のために、このたび増額をさせていただくものでございま

す。 

同６目企画費でございます。１節会計年度任用職員報酬４３０万円から４節

の社会保険料を５０万円の減額まで、合わせて５８６万円の減額、それから、

１３ページになるんですけれども、１８節地域おこし協力隊活動費補助金３２

０万円の減額でございますけれども、新たな採用を含め今年度全体で４名と見

込んでおりました地域おこし協力隊の関係する経費でございますけれども、今

年度採用とならなかったため、２名分を減額させていただくものでございます。 

戻りまして、７節移住世帯向け食の支援事業支給品１０万７，０００円の減

額につきましては、こちらの事業に係る全額が県負担で行うことと変更になり

ましたことから、このたび減額をさせていただくものでございます。 

１０節消耗品費３５万円の増額につきましては、コピー料金と庁舎事務事業

等に不足が見込まれますことから増額をさせていただくものでございます。 

続いて、１２節委託料でございます。情報系システムネットワーク機器保守

委託料３５万円の減額につきましては、保守業務執行の実績見込みにより不要

となる額を減額させていただくものでございます。 

統合ＧＩＳ構築関連業務委託料１，１６３万１，０００円の減額につきまし

ては、業務委託の実績見込み等によりまして、不要と見込まれます額を減額さ

せていただくものでございます。 

行政情報システム改修委託料２２万円の減額につきましても、改修におきま

す実績見込みにより減額をさせていただくものでございます。 

続いて、タクシー利用助成業務委託料６２万円の減額でございますが、今年

度試行しておりました委託業務の実績が確定しておりますので、不要と見込ま

れます金額を減額させていただくものでございます。 

続いて、ふるさと納税事務代行委託料８８２万１，０００円の増額、それか

ら、１３節になりますが、ふるさと納税システム使用料１９４万２，０００円

の増額につきましては、ふるさと寄附金の収入実績見込みの増加を踏まえまし

て、不足が見込まれます委託料、それから使用料について増額をさせていただ

くものでございます。 

１３節情報系システムネットワーク機器借上料１００万円の減額、それから

行政情報システム利用料１０４万５，０００円の減額につきましては、今年度

の賃貸借料等が確定しておりますので予算との差額等を減額させていただくも

のでございます。 

１２ページ最後になります。１８節中山町誕生７０周年記念町民参加支援業

務補助金１００万円の減額でございますが、こちらは年間７０件と設定し事業

を執行してまいりましたが、２０件分について減額をさせていただきたく補正
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をお願いするものでございます。 

１３ページをご覧いただきたいと思います。１８節の中で、１つ地域おこし

協力隊起業支援補助金１００万円の減額でございます。こちらは、今年度退任

となります１名の協力隊員への補助金ということになりますが、今年度この補

助金を活用せず、次年度において活用する計画でありますことから、このたび

減額をさせていただくものでございます。 

２３節若者定着奨学金返還支援事業出捐金２８８万６，０００円の減額につ

きましては、県外に就職するなど、返還支援事業の対象から外れてしまった認

定者分の出捐金について、今年度新たに認定者となりました方の出捐金と相殺

をさせていただくことから、減額をさせていただくものでございます。 

続いて、同７目交通安全対策費、４節社会保険料６，０００円の増額につき

ましては、会計年度任用職員の社会保険料に不足が見込まれますことから、増

額をさせていただくものでございます。 

同８目諸費７節の表彰者記念品等３９万９，０００円の減額から、１２節広

報なかやま縮刷版作成等業務委託料６１万３，０００円の減額まで、合わせま

して１５７万２，０００円の減額でございますが、こちらは中山町誕生７０周

年記念式典関係経費や広報なかやま縮刷版の作成等につきまして、事業の実績

見込みにより減額をさせていただくものでございます。 

２２節過年度収入還付金３７万８，０００円の増額につきましては、令和５

年度母子保健衛生費国庫補助金の実績確定によりまして、返還が生じましたこ

とからこのたび増額をさせていただくものでございます。 

続いて２款２項２目賦課徴収経費、１２節の軽自動車ＯＳＳ連携オプション

導入支援委託料３３万円の減額、１３節固定資産業務支援システム使用料１５

万９，０００円の減額、１４ページになります、１７節固定資産業務支援シス

テム用備品１０万４，０００円の減額、１８節地方税共同機構負担金４０万６，

０００円の減額につきましては、業務委託や負担金額の確定など、事業の実績

見込みによりまして不要となる額をそれぞれ減額をさせていただくものでござ

います。 

続いて、２款３項１目戸籍住民基本台帳費、まずは３節の職員手当等３０万

円の減額につきましては、一般職人件費について、支出見込みにより予算との

差額を増減額させていただくものでございます。 

続いて、１１節通信運搬費７万５，０００円の減額につきましては、戸籍へ

のふり仮名記載に向けた経費の増額分が６６万３，０００円、それと、マイナ

ンバーカード交付事務に要します郵送料の減額が７３万８，０００円の減額と

なりますことから、合わせて７万５，０００円の減額となったものでございま

す。 
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１２節住民・税務システム等保守点検委託料２８万２，０００円の減額と、

１３節に飛びますが住民・税務システム等借上料２２万円の減額につきまして

は、基幹系システム保守経費等の額の確定により、減額をさせていただくもの

でございます。 

１２節に戻りまして、証明書コンビニ交付システム初期導入委託料３７万５，

０００円の減額、同じく住基ネット統合端末等更新作業委託料３０万円の減額

につきましては、こちらも委託金額等の確定によりまして減額をさせていただ

くものでございます。 

１７節戸籍保存用備品４３万１，０００円の減額につきましては、戸籍保存

用キャビネット購入額の確定によりまして、減額をさせていただくものでござ

います。 

続いて、２款４項７目衆議院議員総選挙費でございます。１節の投開票管理

者報酬から、１５ページになります、１７節の選挙用備品まで合わせまして総

額１０６万８，０００円の減額になるものでございますけれども、こちらは衆

議院議員総選挙につきまして、実績に基づき減額をさせていただくものでござ

います。 

それでは１５ページになります。３款１項１目社会福祉総務費、１節会計年

度任用職員報酬１４万８，０００円の減額、１つ飛びまして、８節費用弁償９，

０００円の減額、それからすみません、次の１６ページまで飛びますが、１９

節の灯油等助成金４５万円の減額、以上３点につきましては、低所得世帯への

冬の生活応援事業の完了によりまして、予算との差額を減額させていただくも

のでございます。 

続いて、３節職員手当等５６万円の増額、１０節の消耗品費３万円の増額、

印刷製本費５万９，０００円の増額、１１節になります、通信運搬費２８万２，

０００円の増額、手数料１５万９，０００円の増額、１２節に入りまして、給

付金システム改修業務委託料４４万円の増額、１８節住民税非課税世帯物価高

騰対策臨時給付金２，５３０万円の増額につきましては、令和６年度の住民税

均等割非課税世帯に対します、臨時給付金を支給させていただく事業に係る経

費について、増額をさせていただくものでございます。 

１２節に戻りまして、地域福祉計画策定業務委託料１７万６，０００円の減

額につきましては、策定業務委託料の実績見込みによりまして減額をさせてい

ただくものでございます。 

では、１６ページにまいります。１９節定額減税補足給付金２，１００万円

の減額につきましては、今年度の給付業務の執行見込みによりまして２，１０

０万円を減額させていただくものでございます。 

２７節国民健康保険特別会計繰出金３６０万１，０００円につきましては、
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保険基盤安定制度負担金等の確定により減額をさせていただくものでございま

す。 

続いて、同３目老人福祉費、まずは７節高齢者に対する敬老金７４万５，０

００円の減額、１１節の筆耕翻訳料１万円の減額、１８節の敬老会補助金１８

万７，０００円の減額につきましては、それぞれ事業完了に伴いまして、高齢

者に対する敬老金及び敬老会の補助金について、当初予算との差額を減額させ

ていただくものでございます。 

１９節になります。成年後見人等報酬助成扶助費２５万２，０００円の減額

につきましては、このたび対象者がいなかったことなどから、実績見込みによ

り減額をさせていただくものでございます。 

１９節の老人福祉施設入所措置費２０７万８，０００円の減額につきまして

は、入所者の状況に合わせまして、不要となる額を減額させていただくもので

ございます。２７節後期高齢者医療特別会計繰出金５５万２，０００円の減額

につきましては、こちらも保険基盤安定制度負担金等の確定により、減額をさ

せていただくものでございます。 

続いて、同４目心身障がい者福祉費、１節障害支援区分判定審査会委員報酬

９万円の減額、７節の手話通訳者等謝金１５万９，０００円の減額、１２節に

なります、日中一時支援事業委託料１４万１，０００円の減額、訪問入浴サー

ビス事業委託料４３万５，０００円の減額、障害児通学支援委託料１１０万７，

０００円の減額、１９節に入りまして、日常生活用具給付費１０８万９，００

０円の減額、その次の成年後見人等報酬助成扶助費２５万２，０００円の減額

につきましては、今年度の利用実績等により不要となる額を減額させていただ

くものでございます。 

１１節に戻りまして、手数料１万８，０００円の減額、それから１９節の一

番下に記載ございます、重度心身障害（児）者医療給付費４６７万８，０００

円の減額につきましては、重度心身障害（児）者医療給付に要する費用が、当

初予算に計上しておりました金額を下回る見込みでありますことから、不要と

なる額を減額させていただくものでございます。 

同じく１９節、介護給付・訓練等給付６５７万円の増額、補装具給付８５万

円の減額、更生医療給付費９１万２，０００円の増額、障害児通所給付費４９

１万４，０００円の減額につきましては、今年度の給付実績見込みによりまし

て、それぞれ調整をさせていただくものでございます。 

１７ページをご覧いただきたいと思います。３款２項１目児童福祉総務費、

まずは３節の職員手当等１０万円の増額につきましては、一般職の人件費につ

いて、支出見込みにより予算との差額を増額させていただくものでございます。 

続いて、１１節審査支払手数料・協力費３７万８，０００円の減額、１９節
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子育て支援医療給付費１，４２０万１，０００円の減額につきましては、子育

て支援医療給付に要する費用が当初予算額を下回る見込みであることから、不

要となる額を減額させていただくものでございます。 

同２目児童措置費、１節会計年度任用職員の報酬３６５万円の減額、３節職

員手当等１３１万６，０００円の減額、４節市町村職員共済組合負担金等５４

万円の減額、同じく社会保険料８０万円の減額８節費用弁償３０万円の減額に

つきましては、一般職員の手当及びなかやま保育園におきます、会計年度任用

職員にかかる支出見込み額等を踏まえまして、予算との差額を減額させていた

だくものでございます。 

１８節施設型給付費９３３万９，０００円の増額、地域型給付費１３５万２，

０００円の減額につきましては、公定価格の改定や年度途中の入所等の状況に

よりまして、施設型給付費につきましては増額、地域型給付費につきましては

減額とさせていただくものでございます。 

続きまして、４款１項１目保健衛生総務費、３節の職員手当等３万１，００

０円の減額につきましては、保健衛生費におきます職員及び会計年度任用職員

の手当分を調整し、減額をさせていただくものでございます。 

続いて、７節の講師謝礼等１２万円の減額、１０節消耗品費１０万円の減額、

１２節になります、１８ページの１２節運動指導員派遣事業委託料８４万円の

減額につきましては、高齢者の保健事業及び介護予防の一体的実施事業におけ

る事業実施実績見込みに伴いまして、不要となる額を減額させていただくもの

でございます。 

１７ページに戻りまして、１０節の委託料１１万１，０００円の減１８ペー

ジに今度なります、１２節妊婦健康診査委託料１２７万円の減額、１８節出産

子育て応援交付金１００万円の減、１９節特定不妊治療費助成金６０万円の減

額につきましては、それぞれ事業の実績見込みに伴いまして、不要となる額を

減額させていただくものでございます。 

同２目健康増進事業費、７節の講師謝礼等１０万円の減額、１０節消耗品費

２３万２，０００円の減額、１１節通信運搬費１２万７，０００円の減額、そ

れから１２節健康増進計画策定業務委託料２４万２，０００円の減額につきま

しては、この健康増進事業等において事業の実績見込み等に伴い、不要となる

額を減額させていただくものでございます。 

続いて、同３目予防費、１２節の肺炎球菌ワクチン接種委託料４８万４，０

００円の減額、小児予防接種委託料２２万５，０００円の減額、新型コロナワ

クチン接種委託料５００万４，０００円の減額につきましては、各種予防接種

委託料の実績見込みにより、予算との差額を減額させていただくものでござい

ます。 
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続いて、１８節予防接種健康被害給付費負担金２３万６，０００円につきま

しては、歳入でも申しあげましたけれども、予防接種健康被害救済制度に基づ

きまして、継続治療中の方への負担金について増額をさせていただくものでご

ざいます。 

続いて、同４目環境衛生費、１０節の燃料費５０万２，０００円の減額、光

熱水費２９万８，０００円の減額、１２節霊柩車運行業務委託料４６万２，０

００円の減額、１つ飛びまして１４節斎場施設等工事１６万５，０００円の減

額につきましては、斎場における燃料費の使用実績見込みや、霊柩車の運行業

務の実績、それから工事費については事業完了等によりまして、予算との差額

をそれぞれ減額させていただくものでございます。 

１２節に戻りまして、不法投棄処分委託料１２万７，０００円の減額、１８

節になります、防疫薬剤購入補助金１４万８，０００円の減額、住宅用太陽光

発電システム設置補助金１４９万９，０００円の減額につきましては、それぞ

れの実績見込みによりまして、予算との差額を減額させていただくものでござ

います。 

同５目保健福祉センター費の１０節燃料費８０万円の減額、それから光熱水

費５０万円の減額につきましては、保健福祉センターの空調設備改修工事等に

より、燃料代が不要になったことや、光熱水費については、執行見込み等によ

りまして、予算との差額を減額させていただくものでございます。 

１９ページをご覧いただきたいと思います。４款２項１目塵芥処理費でござ

います。まず１２節資源回収委託料２７万円の減額、それからごみ収集委託料

９０１万４，０００円の減額につきましては、古紙回収の所要時間やごみ収集

委託契約との請差等によりまして、予算との差額を減額するもので ございま

す。 

同２目山形広域環境事務組合組合事業費、１８節の山形広域環境事務組合負

担金５３０万５，０００円の減額につきましては、前年度繰越金の精算等に伴

いまして、負担金を減額させていただくものでございます。 

続いて６款１項３目の農業振興費でございます。 

まずは、７節鳥獣被害対策実施隊活動報償１６万２，０００円の減額、１２

節の死亡動物回収業務委託料４１万円の減額につきましては、活動のそれぞれ

の実績によりまして、予算との差額を減額させていただきます。 

続いて、１８節認定農業者等生産基盤強化支援事業補助金１０７万９，００

０円の増額につきましては、予算額を超える交付申請等がありましたことから、

不足額を増額させていただくものでございます。 

続いて、農地利用効率化等支援交付金３０６万４，０００円につきましては、

歳入でも申しあげましたが、事業採択を受けていた方から事業取り下げの申し
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出があったため、減額をさせていただくものでございます。 

続いて、果樹病害虫防除支援事業補助金２５万円の減額については、今年度

この補助金に係る事業が未実施だったことから減額をさせていただくものでご

ざいます。 

続いて、産地生産基盤パワーアップ事業補助金６９０万８，０００円の減額

につきましては、歳入でも申しあげましたが、国補助事業の不採択を受けまし

て、減額をさせていただくものでございます。 

続いて、水田営農確立支援事業補助金３８万１，０００円の減額、それから

水田活用支援金１０万円の減額につきましては、それぞれ補助対象の交付見込

み等によりまして減額をさせていただくものでございます。 

２０ページでございます。７款１項２目商工振興費、１０節消耗品、１万５，

０００円の増額から、１２節の物価高騰対策商品券業務委託料５，３３７万円

の増額まで合わせまして５，７００万円でございますけれども、こちらは全町

民に対し、５，０００円の商品券を配布する物価高騰対策商品券事業を実施さ

せていただくことから増額をさせていただくものでございます。 

１２節キャッシュレス決済ポイント還元事業運営業務委託料８３万３，０００

円の減額につきましては、こちらは事業完了に伴いまして、不要となる額を減

額させていただくものでございます。 

続いて、１８節小規模事業者持続化支援補助金３０万円の減額、開業支援事

業補助金３０１万２，０００円の減額につきましては、今年度の交付実績見込

みにより減額をさせていただくものでございます。 

同３目観光費、１８節特産品等開発支援事業費補助金２０万円の減額につき

ましては、こちらも同様に事業実績見込みにより減額をさせていただくもので

ございます。 

同４目ひまわり温泉費でございます。まずは１０節の修繕料６０万円の減額、

それから１２節指定管理料１４７万７，０００円の増額、それから１つ飛びま

して、１７節施設用備品８７万７，０００円の減額につきましては、修繕料、

それから施設用備品を減額させていただき、指定管理料におきます修繕料分を

増額させていただくため、このたびこちらの金額を増額させていただくもので

ございます。 

戻りまして、１２節源泉配管改修工事設計業務委託料２３５万４，０００円

の増額につきましては、２号源泉と３号源泉との配管等改修工事についての設

計業務委託料を増額させていただくものでございます。 

８款１項１目土木総務費でございますが、こちらは空き家対策事業における

国補助金の交付の決定を受けまして、財源内訳等を変更させていただくもので

ございます。 
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続いて、２０ページの一番下になります。８款２項１目道路橋梁維持費、１

２節の道路台帳整備委託料６０１万２，０００円の減額、それから側溝清掃等

委託料１０７万３，０００円の減額につきましては、これは事業の実績見込み

によりまして不要となる額を減額するものでございます。 

続いて、同じく１２節積雪深自動モニタリングシステム導入業務委託料、金

額が２１ページに記載されております。７７８万１，０００円の減額につきま

しては、導入業務委託料の実績見込みによりまして、予算との差額を減額させ

ていただくものでございます。 

続いて２１ページになります。１３節積算システム借上料１３万９，０００

円の減額、それから道路台帳管理システム借上料１９万８，０００円の減額に

つきましては、こちらも事業の実績見込みにより不要となる額を減額させてい

ただきます。１４節橋梁改修工事６６万円の減額につきましても、こちらも 

事業の実績見込みにより不要となる額を減額させていただきます。 

それから、同２目道路新設改良費の１８節県単独事業負担金６０万円の減額

につきましては、県への負担金支出が今年度ありませんでしたので、その金額

分を減額させていただくものでございます。 

続いて、８款３項１目河川総務費、７節の川をきれいにする運動参加報酬１

１万９，０００円の減額、１２節河川堤防除草業務委託料２７万７，０００円

の減額につきましては、今年度の事業実績見込みにより不要となる額を減額さ

せていただくものでございます。 

８款４項１目住宅管理費、１８節住宅需要創出リフォーム支援事業補助金２

３３万７，０００円の減額、木造住宅耐震改修工事補助金１００万円の減額、

ブロック塀等撤去費補助金３３万５，０００円の減額につきましては、各補助

金の交付実績見込みによりまして、予算との差額を減額させていただくもので

ございます。 

続いて、同５項２目公共下水道費、２７節の公共下水道事業特別会計繰出金 

（公共下水道分）６４万９，０００円の減額につきましては、公共下水道事業

特別会計の補正に伴い減額をさせていただくものでございます。 

続いて２２ページをご覧いただきたいと思います。同３目公園費でございま

す。１０節の光熱水費８万円の増額、それから１１節役務費２１万６，０００

円の減額につきましては、こちらはグラウンド・ゴルフ場管理における実績見

込みにより、不足が生じます光熱水費を増額させていただき、役務費について

は不要となる額を減額させていただきたいというものでございます。 

続いて、１３節機械借上料は９８万６，０００円の減額、１８節児童遊園施

設整備補助金２５万９，０００円の減額につきましては、それぞれ事業の決算

見込みにより予算との差額を減額させていただくものでございます。 
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続きまして、９款１項２目非常備消防費でございます。１節の消防団出動報

酬１００万円の減額から１１節役務費の消防団福祉共済掛金１５万６，０００

円まで合わせまして、総額２４６万４，０００円の減額でございますが、こち

らは消防団運営事業におきます今年度の事業決算見込みによりまして、不要と

なる額を減額させていただくものでございます。 

同３目消防施設費でございます。まずは１０節光熱水費２５万円の減額、１

つ飛びまして１２節施設管理委託料３０万円の減額につきましては、防災セン

ターにおきます光熱水費及び管理委託料について、実績見込みにより当初予算

との差額を減額させていただくものでございます。 

１１節に戻りまして通信運搬費１１４万２，０００円、それから１７節に飛

びますけれども、防災対応備品３，２４６万８，０００円の増額につきまして

は、新しい地方経済・生活環境創生交付金を活用させていただきまして、避難

所における生活環境や防災上脆弱な機能を補完させていただくため、必要な備

品を購入させていただくための増額でございます。 

１４節に戻りまして、モーターサイレン撤去工事３０万１，０００円の減額に

つきましては、こちらは事業完了によりまして、予算との差額を減額させてい

ただくものでございます。 

続いて、同４目水防費でございます。１２節の垂直避難拠点草刈委託料１７

万９，０００の減額でございますが、こちらは当初草刈りの予定が必要という

ことで予算を計上しておりましたが、防草シート等の敷設により業務が不要と

なったため減額をさせていただくものでございます。 

２３ページをご覧いただきたいと思います。１０款１項２目事務局費でござ

います。３節の職員手当等１０万円の増額につきましては、一般職の人件費に

ついて、支出見込みにより予算との差額を増額させていただくものでございま

す。 

続いて、７節中山町学校の将来構想検討委員会委員報償２０万円の減額につ

きましては、委員の出席状況をなどによりまして、不要となる額を減額するも

のでございます。１３節の自治体実務解説サービス利用料８万３，０００円の

減額につきましては、利用料契約の実績によりまして不要となる額を減額する

ものでございます。 

同３目義務教育振興費、１節の会計年度任用職員報酬１００万円の減額。、

３節の職員手当１４７万３，０００円の減額、１つ飛びまして、８節費用弁償

４０万円の減額につきましては、部活動指導員の任用等の実績によりまして、

不要となる額を減額させていただくものでございます。 

７節に戻りまして、就学時健診報償２万７，０００円の減額、１２節になりま

す児童生徒各種検査委託料７万９，０００円の減額、教職員各種検査委託料２
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５万円の減額、医療器材滅菌業務委託料１万５，０００円の減額につきまして

は、健康診断事業における実績によりまして、不要となる額を減額させていた

だいたものでございます。 

１３節ＩＣＴ教育支援サービス利用料１５７万１，０００円の減額につきま

しても、利用実績によりまして不要となる額を減額するものでございます。 

１９節準要保護等児童生徒就学援助費１２０万円の減額、特別支援教育就学

奨励費３０万円の減額につきましては、援助費給付の実績見込みにより不要と

なる額を減額させていただいたものでございます。 

続いて、２４ぺージでございます。１０款２項１目学校管理費、３節の職員

手当等１０万円の減額につきましては、一般職の人件費について支出見込みに

より予算との差額を減額させていただくものでございます。 

１０節の光熱水費１２０万円の減額につきましては、長崎小学校及び豊田小

学校におきます電気料の使用実績見込みによりまして、予算との差額を減額さ

せていただいたものでございます。 

１０款３項１目学校管理費の１０節光熱水費２５０万円の減額につきまして

は、こちらは中山中学校における電気料金の使用実績見込みにより、予算との

差額を減額させていただくものでございます。１２節エレベーター保守委託料

８万６，０００円の減額につきましては、保守業務の契約委託による実績に伴

い、予算との差額を減額させていただくものでございます。 

１０款４項３目図書館費、１２節図書館施設管理業務委託料１３２万円の減

額につきましては、今年度の委託契約決算見込みにより、予算との差額を減額

させていただくものでございます。 

同５目文化財保護費、７節の資料整理作業謝礼４７万６，０００円の減額に

ついては、作業日数の減など今年度の決算見込みにより、予算との差額を減額

させていただくものでございます。 

続いて、１０款５項１目保健体育総務費、１１節スポーツ安全保険料７万２，

０００円の減額につきましては、ドリームベースボール事業に必要となる保険

料について計上しておりましたところでございますが、株式会社ぎょうせい側

で支出することとなったため、減額をさせていただくものでございます。 

１８節ウォーキング大会開催事業補助金１４万７，０００円の減額につきま

しては、今年度実施しました第３回すももウォーキング大会の精算等によりま

して、予算との差額を減額するものでございます。 

続いて、スポーツ少年団活動補助金１４万円の減額については、日体大スポ

ーツ合宿事業等の中止による今年度の事業決算見込みにより、予算との差額を

減額させていただくものでございます。 

同２目体育施設費でございます。１０節の燃料費１５万２，０００円の増額、
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それから光熱水費７９万５，０００円の減額につきましては、今年度の使用料

見込みによりまして、不足が生じる総合体育館の燃料費を増額させていただき、

あわせて総合体育館、町民プール及び町民グラウンドにおける電気料金を減額

させていただくものでございます。 

続いて、１２節総合体育館施設管理業務委託料１２万円の減額。、同じく１

２節町民プール施設管理委託料１６万７，０００円の減額につきましては、施

設管理業務委託契約に基づきまして、予算との差額について減額をさせていた

だくものでございます。 

続いて、１７節総合体育館備品５８万９，０００円の減額については、今年

度購入しました冷風機の購入でございますけれども、購入が完了しております

ので、予算との差額を減額させていただくものでございます。 

続いて２５ページをご覧いただきたいと思います。 

１０款５項３目学校給食センター費でございます。まずは、１０節の下のほ

うですが、賄材料費１００万円の減額については、当初見込んでおりました数

量より実績が減となる見込みでありますことから、予算との差額を減額させて

いただくものでございます。 

同じく、１０節光熱水費１００万円の減額、それから１３節になりますが、

下水道使用料１２万円の増額につきましては、今年度の使用料見込みによりま

して、光熱費における電気料金については減額とし、不足が生じる見込みであ

る下水道使用料については増額をさせていただくところでございます。 

最後に、１３款１項１目予備費でございますが、こちらにつきましては歳入

歳出の差額４１万８，０００円を増額させていただくものでございます。 

以上、令和６年度中山町一般会計補正予算（第１１号）の詳細でございまし

た。よろしくお願い申しあげます。 

議  長 これから質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

６番（鈴木徹雄君） 歳入は９ページ、歳出は１９ページですけども、産地生産基盤パ

ワーアップ事業ですけれども、これ私全協のときも申しあげました。１２月に

補正組んで３月で削除ってのはおかしくないか。ということは、これいいんで

すよ。これ反対するわけでもないけど、町の１２月の議会通ってね、町の議会

通ったら、もう対象者は議会通ったんだ、機械購入できるねって、先に買って

しまったらどうすんだ、こういうときって、そのときに申しあげたんだけど、

これはこれでしょうがないから、今後気をつけてもらいたいんです。 

このパワーアップ補助事業ってのは、なかなかいいもんだと私は思ってます。

普通の補助金は３分の１ぐらいですけど、これは２分の１くると、だからこう

いう制度はね、農家の人にも徹底的に利用していただいて結構なんだし、いた
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だいくように指導してくださいって言うんですけども、これは、このパワーア

ップのあれは豊田地区の豆の組合のトラクター２台分ということなんだけど、

普通の個人個人の果樹生産者とかなかなか使いづらいこともあるのよね。 

例えば、これは収益の１０％アップの計画を立てなさいとか、１人では駄目

だから２人でしなさいとか、３人以上とかっていろいろあると思うんだけど、

こういうものをね、徹底的に私、認定農家がいるんですから、こういうものを

指導して、こういうほかから来る金は、どんどん町の農家の人に適用してくだ

さいっていうのがお願いなんだけど。 

それから、町長にお願いっていうか、お礼申しあげるんだけど、町でも町単

独で３分の１、最高額３０万までの補助金ってありますね。今ね、県議会も今

開会中ですけど、今回の県議会で補正で来るはずなんですけど、機械買うとき

３分の１補助というのが出てくるんです、新しく。だから、これのもちろん町

負担もありますから、農家さなるべく買わせないで、町も金出したくないなん

て言わないで、こういうものを徹底的に来たら、一早く、県から来る金を利用

して、生産者にこういうものを使用するように指導してください。よろしくお

願いします。 

産業振興課長（兼）農業委員会事務局長（井上栄司君） パワーアップ補助金につきま

しては、トラクター２台分ということで、申請前に手続き上、ちょっと予算化

が必要だということでこのような１２月補正で予算化をして、３月で今回落と

させていただいたという形になって大変申し訳ないです。このようなことがな

いように、気をつけてまいりたいと思います。 

あと、今後パワーアップ補助金に関してとか、あと県の補助金に関しても、

農家へのＰＲ等はしっかりとやってまいりたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

議  長 そのほかございませんか。 

６番（鈴木徹雄君） ２１ページ、これ予算組むどきも私申しあげたけど、今まで人に

積雪測らせて除雪の命令したのが、今機械化になるよというようなことで、こ

れ予算多分取ったんだけれども、その結果どういう欠点ていうか、どういう長

所が、いいところがあったとか、しばらくぶりに今年雪が積もったもんだから、

その結果はどうでしたか。 

建設課長（佐藤隆一君） モニタリングシステムということであると思いますけれども、

こちらにつきましては、除雪出動にあたっての状況を把握というところの目的

というところで、今回設置させていただいたところでございました。 

今までですと、県道の除雪に合わせた形で、町道の除雪もということで行っ

ていたところでございますが、状況が見えないというところもございまして、

こういったシステムを活用しながら、対応ということでうまくできたのかなと
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いうふうに思っているところでございます。 

議  長 そのほかございませんか。 

３番（田宮昌幸君） ２０ページの開業支援事業の補助金ということで質問させていた

だきます。 

先ほど鈴木議員も言ったように、中山町の基幹産業は農業なんですけれども、

やはり商工業にも力入れていただきたいということで、中山町はベッドタウン

なんですけれども、本当に私も商工会時代に、大分新規事業者ふえましたとい

うことでですね、この開業支援事業補助金、マイナス３１２万円、このマイナ

スなった要因がですね、最初の予算どおり実績ならなかったのか。あるいは今

年度間に合わないで、来年度まだ引き続き開業の準備しているのか。その辺お

聞きしたくて、あと今年度の新規事業者の実績も、件数もちょっとお聞きした

いんですけど。 

産業振興課長（兼）農業委員会事務局長（井上栄司君） 開業支援事業補助金のご質問

ですけれども、今回減額したものにつきましては、今年度開業を予定していた

１件については、来年度に計画変更されたという方と、相談来られてた方がお

話がなくなったということで、２件分の減額になってございます。 

今年度の実績につきましては、開業された事業者様は５件になります。以上

です。 

議  長 そのほかございませんか。 

３番（田宮昌幸君） 関連してなんですけれども、小規模事業者持続化補助金というこ

とで、マイナス３０万円なっております。 

こちらのほうをですね、やはり商工会との連携をとってやらなければ、そう

いった補助金の活用とならないんですけれども、この辺の協力体制とか連携体

制はどうなってるのかもちょっとお聞きしたいんです。 

産業振興課長（兼）農業委員会事務局長（井上栄司君） 小規模事業者持続化補助金の

ご質問ですけれども、内容といたしましては、商工会と連携いたしまして補助

金をお出しする中身となっております。 

商工会から補助金の申請をいただく形の補助金ですので、もちろん連携をと

っておりまして、今年度の実績についてお話させていただきますと、商工会を

とおして補助金の事業者数９件の申請があがってきております。それで確定し

たので、その不要額を減額させていただいたという経過でございます。よろし

くお願いいたします。 

７番（渡辺博文君） １６ぺージの３款１項３目１８節敬老会補助金１８万７，０００

円の減ということですけども、この７節の高齢者に対する敬老金はおそらくこ

れ、何歳になったから幾ら差し上げるというものだと思います。 

この１８節の敬老会補助金というのは、各自治会でその敬老会をするときの



 
24 

ために出す補助金だと、確か私の記憶では１人当たり１，５００円じゃなかっ

たかなと思います。ということは、これ１８万７，０００円ということは当初

の予定よりも１２０人近く亡くなってるという計算です。１，５００円だとす

ればね、今でも上がってないとすれば、１２０人余計に亡くなったということ

で理解していいんですか。まずそこをお伺いします。 

健康福祉課長（渡辺美喜君） 敬老会補助金についてでございますが、１人１，０００

円になります。敬老会で実施するところ、しないところございますので、そち

らのほうの負担の額は１，０００円なんですが、もともとの見込んだ金額より

は少なくなって、亡くなったっていうのも確かにそれも数字の中に入っており

ます。 

７番（渡辺博文君） コロナ禍明けたわけですけども、私、元町ですけども、元町に限

らず、そのコロナのときはコロナだからしないんだと、コロナ明けてもしない

んだと、なぜなんだって聞くと、やっぱり自分たちが横着したいからなんでし

ょうけども、補助金が少ないからできないんだとか、そういうことが非常に多

く聞かれるんですよ。 

だから、敬老会するにしたって、まんじゅうと赤飯を配って、これ敬老会な

んだというところは結構あります。これまでに中山町をこう頑張って盛り上げ

てきてくれた高齢者の方、ご老人、それではね、敬老会の意味ないと思うんで

すよ。感謝を込めて集まってくださいと、敬老会やりますというのがこの敬老

会補助金なんであって、配ることが敬老会じゃないわけです。だから敬老会す

るにあたって、もっとお金かかるわけですよ。 

だからこの辺ね、もう少し増額できないのか。あるいは町としてね、その配

ることが敬老会じゃないんですよみたいな、敬老会でも催さないと高齢者が集

まる、ふれあう場所が全くないところって結構あるんですよ。地域によっては。

だからせめてね、もう少し増額して敬老会をやってくださいというふうなこと

をやるつもりあるかどうかというか、やっていただきたいんですけど。その辺

どう考えますかね。 

健康福祉課長（渡辺美喜君） 今のお話、今いただきましてなるほどと、コロナ禍があ

りましたので、配る事業に変わっていったというのは仕方がないことと考えて

おりましたので、今後働きかけと当課担当のほうで検討してまいりたいと思い

ますので、実施できるかどうかは、やはり地区の考えにもよりますので、地区

に寄り添った形でお話していきたいと考えております。 

７番（渡辺博文君） ３回目ですのでちょっとあれですけども、敬老会に限らず、おそ

らく皆さん感じてると思いますけども、やっぱり地区役員のなり手がいなくっ

て、区長、輪番制でするんだ、うちもそうなんです。  

ところが、それがとんでもないことなってるんですよ。何にも知識も常識も
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何もないような人にも全部まわってきますので、だからね、今までやってたも

のを無くしてる自治会って随分あると思います。場合によっては総会すらしな

い。資料配って終わりなんだというふうな自治会もあります。 

元町は総会だけはするようになりましたけども、そのあとの懇親会もしない。

グラウンド・ゴルフ終わった後の反省会なんかも何もしない。だから、お年寄

りが集まるところない。まるっきり全くないんです。 

だからせめて、この敬老会ぐらい、会を催して欲しいというふうな私の願い

から今話をさせてもらいましたけども、ぜひご検討くださいますように、よろ

しくお願いします。答弁はいりません。 

１番（佐東幸治君） １２ページ、２款１項６目企画費、１２節委託料なんですけども、

統合ＧＩＳ構築関連業務委託料ちょっと減額が大きいんですけども、これはど

ういう理由なのか。予算書を見ますと、ちょっと間違ってたら訂正お願いしま

す。予算書では５，３４３万１，０００円になってますけども、ちょっと増額

の理由を教えてください。 

総務広報課長（黒沼里香君） 統合ＧＩＳの構築事業につきましては、入札を行って事

業者を決めておりますので、その入札結果によるマイナスということでござい

ます。 

１番（佐東幸治君） はい、わかりました。 

議  長 そのほかございませんか。 

８番（村山隆君） まず、１点目お伺いします。 

１６ページの定額減税についてです。国の施策でありましたが、全体として

２，１００万円の歳出、あるいは収入の減というふうな報告をいただきました。 

確か、４万円ずつだったかなというふうに思いますが、単純に計算すると約

５００人ぐらいが、もらってないのかなというふうに考えたわけなんですが、

この実績として町内でのいただいた人の人数、あるいはいただいている対象者、

いただいた方、いただいていない方、人数はわかりますでしょうか。 

住民税務課長（髙橋孝広君）今ちょっと資料持ち合わせておりませんので、後で皆様の

ほうにお示ししたいと思いますので、よろしくお願いします。 

８番（村山隆君） 後でお願いします。 

３月議会ですので、減額の補正が多いというのはわかります。しかし同じ減

額であるにしても、例えばさっきのような入札の請差、あるいは燃料費、光熱

費等にあらわれる経費と言われる部分の減少、これは節約をしていただいた、

あるいは安くなってよかったなというふうに思うんですが、ただ、先ほど鈴木

議員あるいは田宮議員がおっしゃった、産地のパワーアップにしても、開業支

援にしても、事業費あるいは施策に関わる費用の減少というのは、これはやは

りなかったから、少なくなったでしょうけども、全体の最初からさっきもあり



 
26 

ましたけど、事業のスキームとかですね、あとは商工会なり農協なり、あるい

はその営農組合なり、その事業費をちゃんともらうためには、もう少し本人た

ちもそうでしょうけども、役場の皆さんも含めてですね、商工会も含めて、も

うちょっとこう丁寧な事業費の構築っていうのが必要なんじゃないかなって、

私は思うわけです。 

だからそういう点で、今回の３月議会ではもうこれ以上のことは望めないと

思いますけども、例えば先ほどの定額減税にしても、私の試算では５００人が

もらってないというふうなことで、ただもらってない人にどのようなアプロー

チをしたのか。例えば、１回通知が来ました。確かに、期限もある中で、あな

たは提出しないけどどうなんだと、昨年なんかもありました灯油の問題ですね。

灯油のもらってない、もらっているというような人に対しては、もらってない

人に、かなり丁寧に灯油の５，０００円の去年あたりで案内をしたというふう

に聞いてますけども、国のお金だからね、別にもらっても、もらわなくても、

本人がもらわないという意思を持ってるならいいけども忘れていたとかですね。

あとは知らなかった、やり方がわからないということで、結果的にもらってな

い人が、私はある程度いるのかなというふうに思うんです。 

そういうふうな点で、予算執行を司るというかね、総合政策課長あたりはこ

の辺をどういうふうに考えていますか。 

総合政策課長（神保勝也君） 後ほど、住民税務課長から定額減税補足給付の部分の数

値的な部分はご説明があると思いますけれども、このたびの補正予算の減額で

私どもが聞いておりますのは、この金額を積算するに当たりまして、国のシス

テムを使わせていただきました。 

今年度、手違いもありまして２回ほど補正をさせていただき、１度追加で補

正をさせていただき、総額では１億円を超えているような事業費でございまし

た。蓋を開けてみましたところ、過大な積算の部分が多々あったという話にな

りましたので、このたび歳入２，１００万円、歳出も２，１００万円という形

で減額をさせていただいたところでございます。 

また、このたびの３月補正もそうですけれども、かなり減額が多かったとい

うのは否めないと思いますけれども、例年決算額が、繰越額がかなり多額に残

るという部分が続いておりましたので、そのあたり次年度に不用額を残さない

ようにということで、今年度は５万円程度、前は１００万円、５０万円という

ことで金額を下げてきたんですけれども、今回は事業完了しているものは全て

出していただきたいということで、各課のほうに要求をお願いしたところでご

ざいました。 

その中で、最終的にこれとこれだけの金額が出てくることになったわけです

けれども、見方によれば、当初予算の査定が甘いのではないかというようなこ



 
27 

とのご指摘も受けるかと思います。当初予算の作成に当たりましては、とにか

く年度途中で過不足が出るようなことのないようにというのがもちろん原則で

はございますけれども、１１月頃に来年度の数値的な部分も含め、予算を立て

させていただき、次年度１年間の執行の中でやはり若干の数値的な動きはあり

ますので、最終的には先ほどのＧＩＳもそうですけれども、参考見積もりを取

ったときには、かなり大きな金額で参考見積もりをとり、国のほうに申請を上

げたわけですけれども、入札の結果、１，０００万円を超える金額が落ちると

いうようなことになってしまった部分については、これも入札ですので致し方

ないのかなと思いますけれども、その他、光熱費も含め消耗品等は職員たち一

生懸命、経費の節減を図っているところではございますし、あと事業について

も当初予算で計上しておりました事業を執行できるよう頑張っているところで

はありますけれども、やはり歳出の予算につきましては、やっぱり過不足ない

ようにという部分ではありますけれども、歳入予算は固く見て、歳出予算につ

いてはやっぱり若干少し大きめに取りたいという部分をうちと協議の上で調整

を図っているところでありますので、次年度以降もこういう形で減額がたくさ

ん出るようなことは、できるだけ控えていきたいなというふうに思って、来年

度また７年度の当初を明日以降でありますけども、最終的にお認めいただいた

段階では、事業の執行についてもよくやっぱりもう少し財政企画側の方で、執

行状況を見ながら進めてまいりたいなというふうに思っているところでござい

ます。 

８番（村山隆君） 大変苦労しているなというところはよくわかりましたので、これは

ご苦労さまというふうに言いたいと思いますが、先ほどやっぱり言ったように

事業ごとのその数字の問題だけじゃなくて、事業の中身の部分で、もうちょっ

と内容のある事業をぜひ組んでいただきたいというのを、まず思っております

ので、よろしくお願いいたします。ご苦労さまです。 

もう１点だけ、すいません。消防団費についてお尋ねをいたします。全体的

に減額というふうなことで、まずあるわけですが、町の防災に関わる問題であ

りますし、安全に関する部分でもありますので、消防団の実績、実数というか、

ここ数年何かだんだん減ってるようにも思うんですが、その辺の実数とかわか

りますでしょうか。団員数です。 

総務広報課長（黒沼里香君） ちょっと急に、ちょっとあれですけれども、１月に出初

式がありましたときの参加人数ということでまとめていたのが、確か２５０ぐ

らいだったと思います。 

ちょっともう１回確認をさせてもらい、はっきりしたところ、後ですみませ

んが、伝えさせてください。 

議  長 そのほかございませんか。 
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２番（須貝勝司君） １１ページで一般管理費というところの中の、１２節の委託料と

いうことで法律顧問料という、これは弁護士に対する委託料だと思いますけれ

ども、長くしていただいた前弁護士さんが亡くなりまして、その次の弁護士さ

んに変わったということで、この余った２０万４，０００円という少額ですけ

れども、亡くなったおかげで期間が空いてしまったからというふうな残金なの

か、仕事は十分続けてやられての残額だったのかということの内容を教えてく

ださい。 

総務広報課長（黒沼里香君）先日といいますか、亡くなられた柿崎弁護士に長く町の顧

問弁護士をしていただいておりまして、柿崎先生には令和５年度まで担当をし

ていただいておりました。やはり、ご病気というような体調の関係でというこ

とで、令和５年度いっぱいで退任されておりまして、新しい弁護士の先生を令

和６年度の４月から、切れ目なくお願いをしております。 

新しい弁護士の先生につきましては、昨日だか一昨日、山新に載っておりま

した、県の弁護士会の新しい会長になられた伊藤先生を４月からお願いをして

おるところでございます。 

その年度で切り換えをしたときに、予算を立てたわけですけれども、顧問料

ということで、新しくなった先生とのお話の中で、少し値上げしたほうがいい

のかななんていうことも話が出てきたら悪いので、ちょっと多めに顧問料を予

算化していたわけですけれども、弁護士会の中で、そういった請負うときは基

準的な金額が決まっているということで、柿崎先生のときと同じような金額で

大丈夫ですとおっしゃっていただいたので、少し予算をちょっと上げていた分

は使わなくてよかったという流れでございます。 

２番（須貝勝司君） 今、中身はわかりました。確かに葬式の欄に載って初めて顧問弁

護士が、あれっ急にいなくなったのかなあとこういう思いであったのよ。 

だから、すぐ期間が空いたりしないようになればいいなと願っていたとこだ

けど、早めに今の体調が悪いのでっていうのは聞いたことなかったので、そこ

ら辺がわかっていれば質問はしなかったんだけども、そんなことで大事な人な

んかが亡くなったときの引き継ぎなんてなったら、議会で報告いただければ、

安心するのではないかなと思いますので、今後、悪いことをまた起きたらなと

言われないけども、そういうことでお知らせ願えればということですので、よ

ろしくお願いします。 

議  長 ほかに質疑はございませんか。 

４番（夛田慎二君） １３ページの企画費の中の地域おこし協力隊のほうの費用のほう

なんですが、当初２名採用して４名体制で行うということだったと思うんです

が、その２名が今いらっしゃらないわけですが、そのとき募集されたときの応

募状況はいかがだったんですか。少し教えてください。 
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総合政策課長（神保勝也君） 正式な形での応募というものはありませんでした。 

応募の前に、やりたいんですけどというような形での問い合わせが何件か来

ておりましたので、その都度職員とＺｏｏｍで面談というか話し合いをさせて

いただきながら、町の状況を伝えたりとか相手の状況を聞いたりとかした中で、

やはりちょっと中山町では無理だというような形での、そのあと正式な申し込

みが来なかったというのが、そうですね、２つ、３件程度あったかと記憶して

おります。 

４番（夛田慎二君） 正式な応募はなくても、問い合わせがあったってことで非常に良

かったと思うんですが、今実際活動していただいてる地域おこし協力隊の方を

見てますと、非常に町のために役立っている部分が相当あるのかなと思うんで

すが、今回予定していた２名が来なかったことによって、町民生活をどのよう

な影響が少しあったのかなと思うんですが、そのあたりはいかがお考えでしょ

うか。 

総合政策課長（神保勝也君） 町民生活への影響ということだと、そうですね、いい方

がいらっしゃれば、町がさらに活性化するのではなかったのかということがあ

ると思いますけども、やはりテーマを何でもいいですよという形での募集とい

うのはもちろんフリーテーマということで１つ設けてはいたんですが、やはり

それぞれの分野で欲しいというふうな形で募集をかける前に、各課に対しても、

何て言うんでしょう、こういう文化のところとか、観光のところとか、農業の

ところとかっていうことで、どうでしょうかっていう話をしながら、やはり、

募集をして来てもらったのはいいけど、やっぱり配属先のところと内部での調

整が図られなければ、なかなか本人も居づらくなってしまったりとか、こんな

はずじゃなかったなんて帰られてしまったということは、そういうことはした

くありませんので、そこの募集にあたっては、大分各課内で、他の課も含めて

調整をさせていただきながら、進めてきたところでありますけれども、現在も

観光とかの部門で２月までということで申し込みは取っていたところでありま

すが、ちょっと今のところ大変申し訳ありません、問い合わせも申し込みもな

かったので、ちょっともう１カ月延ばしてみようというような形で、今いると

ころではございます。 

来年度も１人、髙橋圭哉さんが退任される予定ではありますけれども、残っ

た阿部さんともう２人ないしは３人ということで、予算のほう取らせていただ

き、引き続き募集のほうをさせていただきながら、高橋さんの退任式もありま

すけれども、お２人の町民への貢献度というものが先ほど議員おっしゃるとお

り、すごいいい効果といいますか、波及効果があったなというふうに思ってお

りますので、そのような方がですね、また次年度以降も、ぜひ採用できて中山

町に新しい風を吹き込んでいただけたらなというふうに思っているところです。 
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４番（夛田慎二君） すいません。言葉足らずで、すいません。フリーテーマの方であ

れば、どういったことをされるかが決まってないので、どういった影響あるか

ないかわからない部分あると思うんですが、テーマを決めて募集してる方もい

らっしゃると思った際に、テーマを決めてこれをやっていただこうというのが

町の事業の中であると思うんですが、そこに対する好影響っていうのは、どの

程度あるのかと、もしあればなんですが、その辺を少し教えてください。 

総合政策課長（神保勝也君） 過去の募集の中で、余りにもフリーにし過ぎて何をした

らいいかわからないというようなことで、ミスマッチが起きていたというのも

ありましたので、あまりフリーテーマという形での募集というのは、これまで

してこなかったわけですけど、実際阿部さんが事実上フリーテーマみたいな形

で入ってこられたんですが、彼女の場合はここでやりたいという強い思いがあ

りましたので、採用という形になったわけですけども、それぞれのテーマにし

たがってということで、各課での各事業における課題みたいなものがあって、

それをぜひ協力隊と共になんていうことで、解決できるようなものがあればと

いうことで、募集のほうをさせていただきたいというふうな部分でございまし

た。 

今年度はなかなかできませんでしたけど、来年度、産業振興課のところでや

っぱり農業分野で地域おこし協力隊を採用したい。採用にあたってはやっぱり

受け皿を作らなければいけない。その受け皿を作るための、何ていうんでしょ

う、組織を立ち上げてくれるとか、一緒になって伴走してくれる委託業者さん

と、ちょっと契約を結んでみようかというようなことを、来年度ちょっと計画

もしている部分がありますので、そのあたりはぜひ、来年度特に農業の分野に

うまく人が採用できればいいなというふうに思っています。 

５番（斎藤眞一君） 私もですね、産地パワーアップ事業に関して、ちょっとね、残念

だなという思いで質問させていただきます。 

それは県の段階で採用されてね、そのプランはね、国からの不採択とこうい

うふうなことで減額補正されたということなんですが、その事業の事前審査は

ちょっと甘かったんじゃないかなと私は思うんですよ。 

なぜならば、県で採択になっていてね、その時点で国から不採択なるような

ね、プランというか、計画書というか、それを出してやることがいかがなもの

かなと私は思うんですよ。 

なぜならばですね、今、町でも地域営農計画等々の事業を行っています。  

その対象になる組合が西部の組合がね、相当その地域営農計画に貢献してる団

体だと私は認識してます。 

そういう中で、その組織の中枢となる動力源ね、その事業が不採択になった

なんていうことはよ、あってならないことじゃないかと私は思うんですよ。そ
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のくらいの重要な動力源なんです。 

これからね、こういう事業を取り組む場合にね、しっかりした事業前の審査

を熟慮を重ねて、国から採択をもらえるような、そういうプランを出していか

なければならないと私は思うんですが、その辺のところどう考えてますか。 

産業振興課長（兼）農業委員会事務局長（井上栄司君） このたびの産地パワーアップ

の件については、大変申し訳なく思っております。 

本来、産地パワーアップ事業の補正のタイミングでございますけれども、要

望書をあげまして、内示をいただいた上で、本来であれば補正にかけさせてい

ただきまして、予算化するというのが通常のやり方です。 

それではもちろん内示出てるので、基本的には同じ形で出せば通るというも

のなんですが、今回は追加要望に対する対応で、ちょっと時間がない中でさせ

ていただいた形だったので、内示をもらっていない状況でさせていただいて。

本申請を上げたという形になってございますという結果で、今回は大変申し訳

ないですけれども、このような形で落とさせていただきましたけれども、今後、

このようなことがないように気をつけてさせていただきますので、どうかご了

解いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

９番（渡邉史君） １１ページ、１３ページ、１７ページ、２３ページと、会計年度任

用職員の報酬の減額が載っておりますけれども、これは必要な職員を確保でき

なかったということでしょうか。それとも、業務内容の工夫によって必要がな

くなったからということでしょうか。募集をしたのに来なかったのかというと

ころを教えてください 

総合政策課長（神保勝也君） 予算の関係でありますので、私のほうから申しあげます。

聞き取りをした段階では、先ほど私のすいません、長い説明の中でも説明しま

したけども、あるところでは内部でうまく調整を図った上で、うちの指名業者

選定の部分なんかは、予算の人員の必要がなかったということで減額をさせて

いただいた部分もありますし、総務の部分なんかは、産休とか育休とか、職員

の臨時的な対応ということで確保しておりましたけれども、その必要がなかっ

たと。あとは、保育園の部分ではしっかりと確保した上で、先ほど村山議員の

質問とも同じになりますけど、少し余裕を持って予算を取っていた部分もあり

ましたので、そのあたりでの調整ということで、決して取れなかったとか、取

らなかったということでは決してございませんので、そのあたりご了解いただ

ければと思います 

議  長 そのほかございませんか。 

          （なしの声あり） 

議  長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

     これから討論を行います。 
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まず、原案に反対の方の発言を許します。 

          （なしの声あり） 

議  長 次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

          （なしの声あり） 

議  長 これで討論を終わります。 

これから議第３号「令和６年度中山町一般会計補正予算（第１１号）につい

て」を採決します。 

議  長 この採決は起立によって行います。 

     本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

          （起  立） 

議  長 起立全員です。 

したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

日程第２、議第４号「令和６年度中山町国民健康保険特別会計補正予算（第

５号）について」を議題といたします。 

     本案について提案理由の説明を求めます。 

町長（佐藤俊晴君） 議第４号「令和６年度中山町国民健康保険特別会計補正予算（第

５号）について」の提案理由を申しあげます。 

     初めに、歳入について申しあげます。 

県補助金につきましては、保険給付費の減額などにより、保険給付費等交付

金を８，７４６万４，０００円減額いたします。他会計繰入金につきましては、

保険基盤安定制度負担金等の算定額の補正などにより、一般会計からの繰入を

３６０万１，０００円減額いたします。 

次に、歳出について申しあげます。総務費につきましては、国保税等徴収員

の適任者がおらず雇用できなかったため、賦課徴収費２２３万円減額いたしま

す。 

保険給付費につきましては、保険給付見込額の変更により、一般被保険者療

養給付費を７，２８６万８，０００円、一般被保険者療養費を２１８万９，０

００円、一般被保険者高額療養費を１，１３５万１，０００円それぞれ減額い

たします。 

予備費につきましては、歳入歳出の差額２４２万７，０００円を減額いたし

ます。 

以上が、歳入歳出補正予算の概要でありますが、今回の９，１０６万５，０

００円の減額補正により、令和６年度国民健康保険特別会計の予算規模は、歳

入歳出それぞれ１１億４，２１１万円となるものでございます。 

よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申しあげます。 

議  長 これから質疑を行います。 
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（なしの声あり） 

議  長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

まず、原案に反対の方の発言を許します。 

         （なしの声あり） 

議  長 次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

                   (なしの声あり) 

議  長 これで討論を終わります。 

これから、議第４号「令和６年度中山町国民健康保険特別会計補正予算（第

５号）について」を採決します。 

議  長 この採決は起立によって行います。 

本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

         （起  立） 

議  長 起立全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

日程第３、議第５号「令和６年度中山町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第４号）について」を議題といたします。 

本案について提案理由の説明を求めます。  

町長（佐藤俊晴君） 議第５号「令和６年度中山町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第４号）について」の提案理由を申しあげます。 

     初めに歳入について申しあげます。後期高齢者医療保険料につきましては、

保険料収納見込額の見直しにより、特別徴収保険料の現年分を４２８万１，０

００円減額、普通徴収保険料の現年分を１，１４５万４，０００円増額し、合

わせて７１７万３，０００円を増額いたします。 

繰入金につきましては、保険基盤安定繰入金の確定により、当初予算額との

差額５５万２，０００円を減額いたします。 

次に、歳出について申しあげます。広域連合納付金につきましては、保険料

収納見込額の増額と保険基盤安定繰入金の確定に伴い、６６２万１，０００円

を増額いたします。 

以上が、歳入歳出補正予算の概要でありますが、今回の６６２万１，０００

円の増額補正により、令和６年度後期高齢者医療特別会計の予算規模は、歳入

歳出それぞれ１億９，３１２万７，０００円となるものでございます。 

よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申しあげます。 

議  長 これから質疑を行います。 

     ございませんか。 

          （なしの声あり） 

議  長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
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 これから討論を行います。 

まず、原案に反対の方の発言を許します。 

          （なしの声あり） 

議  長 次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

          （なしの声あり） 

議  長 これで討論を終わります。 

 これから、議第５号「令和６年度中山町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第４号）についてを採決します。 

     この採決は起立によって行います。 

本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

          （起  立） 

議  長 起立全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

日程第４、議第６号「令和６年度中山町介護保険特別会計補正予算（第５

号）について」を議題といたします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長（佐藤俊晴君） 議第６号「令和６年度中山町介護保険特別会計補正予算（第５

号）について」の提案理由を申しあげます。 

歳出について申しあげます。保険給付費につきましては、介護サービス等諸

費の居宅介護サービス計画給付費の不足見込額５５６万円、介護予防サービス

等諸費の介護予防地域密着型サービス給付費の不足見込額４５万６，０００円、

介護予防福祉用具購入費の不足見込額１１万６，０００円、介護予防サービス

計画給付費の不足見込額３１万３，０００円、その他諸費の介護保険給付費審

査支払手数料の不足見込額４万８，０００円の計６４９万３，０００円につい

て、介護サービス等諸費の居宅介護サービス給付費から組み替えいたします。 

また、介護給付費準備基金積立金につきましては、２７万５，０００円を減

額し、諸支出金の償還金におきまして、令和５年度介護保険事業費補助金の精

算に伴う返還金として２７万５，０００円を増額いたします。 

以上が、歳入歳出補正予算の概要でありますが、令和６年度中山町介護保険

特別会計の予算規模は、歳入歳出それぞれ変更せず１４億２，３２８万５，０

００円となるものでございます。 

よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申しあげます。 

議  長 これから質疑を行います。 

          （なしの声あり） 

議  長 質疑なしと認めます。これから討論を行います。 

まず、原案に反対の方の発言を許します。 

          （なしの声あり） 
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議  長 次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

          （なしの声あり） 

議  長 これで討論を終わります。 

 これから、議第６号「令和６年度中山町介護保険特別会計補正予算（第５

号）について」を採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

          （起  立） 

議  長  起立全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

日程第５、議第７号「令和６年度中山町下水道事業会計補正予算（第３号）

について」を議題といたします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長（佐藤俊晴君） 議第７号「令和６年度中山町下水道事業会計補正予算（第３号）

について」の提案理由を申しあげます。 

このたびの補正予算は、国庫補助金負担金、委託料の額の確定、他会計補助

金、他会計出資金、企業債、受益者負担金、企業債元金償還金繰入金、消費税

及び地方消費税等の決算見込額により補正するものであります。 

第２条につきましては、予算第３条で定める収益的収入及び支出について、

収入の１款１項営業収益を１３９万８，０００円減額、２項営業外収益を５１

万７，０００円増額、支出の１款１項営業費用を５８８万１，０００円減額、

２項営業外費用を５００万円増額、２款１項営業費用を１００万円減額、２項

営業外費用を１００万円増額、それぞれ補正するものであります。 

これによりまして、収益的収入の予定額は、１款公共下水道事業収益３億５，

９４６万５，０００円に、収益的支出の予定額は、１款公共下水道事業費用は

３億６，１６４万３，０００円に、２款農業集落排水事業費用は変わらずの５，

３０８万９，０００円となるものであります。 

第３条につきましては、予算第４条本文括弧書き中に定める補てん財源額に

ついて、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額を４，０９２万４，

０００円に、引継金を２，３８３万２，０００円に、当年度損益勘定留保資金

を１，７０９万２，０００円に改めるとともに、資本的収入及び支出について

収入の１款１項企業債を４６０万円減額、２項他会計支出出資金を８１３万３，

０００円減額、４項補助金を１１万円減額、５項分担金及び負担金を１２７万

４，０００円増額、支出の１款１項建設改良費を４６０万２，０００円減額、

それぞれ補正するものであります。 

これによりまして、資本的収入の予定額は、１款公共下水道事業資本的収入

は３億１３９万円に、資本的支出の予定額は、１款公共下水道事業資本的支出
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は３億３，４２６万９，０００円になるものであります。 

第４条につきましては、予算第５条に定める企業債の限度額について、公共

下水道事業分を４６０万円減額し、２億１６０万円に改めるものであります。 

第５条につきましては、予算第９条に定める、他会計からの補助金の予定額

を１億４，７６９万８，０００円に改めるものであります。 

以上、よろしくご審議の上ご可決賜りますよう、お願い申しあげます。 

議  長 これから質疑を行います。 

ございませんか。 

          （なしの声あり） 

議  長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

まず、原案に反対の方の発言を許します。 

          （なしの声あり） 

議  長 次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

          （なしの声あり） 

議  長 これで討論を終わります。 

これから、議第７号「令和６年度中山町下水道事業会計補正予算（第３号）

について」を採決します。 

議  長 この採決は起立によって行います。 

     本案を原案のとおり決定することに、賛成の方は起立願います。 

          （起  立） 

議  長 起立全員です。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

議  長 休憩します。 

再開は午後１時とします。 

（午後０時０３分） 

議  長 再開します。 

          （午後１時００分） 

議  長 日程第６、議第８号「令和７年度中山町一般会計予算」から日程第１０、議

第１２号「令和７年度中山町下水道事業会計予算」までの議案を一括して議題

といたします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長（佐藤俊晴君） 議第８号「令和７年度中山町一般会計予算について」の提案理由

を申しあげます。 

先に行われました議会全員協議会において、令和７年度の町政運営に当たる

基本方針を申しあげましたが、その考えのもと予算編成を行いましたところ、
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令和７年度一般会計の予算総額は５９億５，７００万円、前年度当初予算に比

較して３億２，１００万円、率にして５．７％の増となるものでございます。 

では、歳入の主なものについて申しあげます。初めに、町税における町民税

につきましては、令和６年度定額減税の終了や納税者の動向や給与・雇用等の

情勢、景気動向などを勘案し、４億５，９７６万８，０００円を計上しており

ます。 

固定資産税は新築及び増築の家屋分の増加を見込み、４億４，４６３万２，

０００円を計上しております。 

軽自動車税、町たばこ税等については、令和６年度の徴収実績等を考慮し計

上しております。その結果、町税全体では、１０億６６６万４，０００円を計

上しております。 

続いて、地方消費税交付金につきましては、令和７年度地方財政計画と令和

６年度決算見込みなどを勘案し、２億４，０００万円を計上しております。 

地方特例交付金につきましては、令和６年度定額減税による減収補てん分の

減額により８４４万２，０００円を計上しております。 

地方交付税につきましては、令和７年度地方財政計画をもとに、普通交付税

は１９億６，０００万円、特別交付税は１億６，０００万円、総額で２１億２，

０００万円を計上しております。 

国庫支出金につきましては、障害者自立支援給付費負担金や児童手当負担金、

デジタル基盤改革支援補助金など、総額で６億３，０３３万６，０００円を計

上しております。 

県支出金につきましては、国民健康保険保険基盤安定制度負担金や障害者自

立支援給付費負担金、多面的機能支払交付金、県民税徴収委託金など、総額で

３億６，６２３万１，０００円を計上しております。 

寄附金につきましては、ふるさと寄附金など、総額で４億１０万円を計上し

ております。 

繰入金につきましては、財政調整基金やふるさと応援基金などからの繰入を

行い、総額で６億５０５万９，０００円を計上しております。 

諸収入につきましては、産業立地促進資金融資制度預託金元金収入など、総

額で１億２，６７６万円を計上しております。 

町債につきましては、防災施設・整備事業債や水防・流域治水事業債、道路

橋梁改良事業債などの借り入れを見込み、総額で１億６，３２０万円を計上し

ております。 

以上の結果、歳入総額では５９億５，７００万円となるものであります。 

次に、歳出の主なものについて申しあげます。議会費につきましては、議会

広報紙などの印刷製本費や通信機能つきタブレット端末借上料など、総額で７，



 
38 

９８７万５，０００円を計上しています。 

総務費における総務管理費では、新たに設置する公共施設整備基金の積立金

や公共施設再配置基本構想策定業務、行政情報システム管理業務、通年実施と

なるタクシー利用助成事業、定住促進住宅取得事業補助金などの移住定住推進

事業やふるさと納税推進事業など、総額で１０億２，５６６万７，０００円を

計上しています。 

徴税費では、町民税や固定資産税の賦課徴収に係る経費や収納対策事業など、

総額で１億２７１万８，０００円を計上しています。 

戸籍住民基本台帳費では、戸籍システム等借上料など戸籍・住民基本台帳経

費やマイナンバーカード関連事業など、総額で５，３６４万円を計上していま

す。 

選挙費では、参議院議員通常選挙費など、総額で１，０６２万円を計上して

います。 

次に、民生費における社会福祉費では、国民健康保険特別会計・後期高齢者

医療特別会計等への繰出金、障害者自立支援事業など、総額で９億８，９７０

万３，０００円を計上しています。 

児童福祉費では、放課後児童クラブ運営事業や児童手当支給事業、新たに子

ども家庭センター事業、なかやま保育園の運営や、光熱水費等の施設管理事業、

保育・教育施設給付事業など、総額で８億２，６９９万円を計上しています。 

続きまして、衛生費における保健衛生費では、健康診査・がん検診事業、お

たふくかぜなどの各種予防接種を含む感染症予防事業、斎場照明ＬＥＤ化工事

を含む斎場管理事業など、総額で２億５８２万円を計上しています。 

清掃費では、ごみ処理事業や山形広域環境事務組合への負担金として総額で

１億７，３１８万４，０００円を計上しています。 

労働費につきましては、労働者福祉対策事業や、羽前長崎駅西口自転車置場

設置工事や駅周辺にかかる管理費など、総額で１，７７１万４，０００円を計

上しています。 

農林水産業費における農業費では、かがやく果樹産地づくり強化事業や町内

農産物消費応援事業、田んぼダム支援を含む多面的機能支払交付金事業、鳥獣

被害対策事業など、総額で１億７，６８６万５，０００円を計上しています。 

商工費につきましては、小規模事業者持続化支援補助金や開業支援事業補助

金など、商工振興事業、町観光協会補助金を含む観光振興事業や、ひまわり温

泉管理運営事業など、総額で２億２，８３０万３，０００円を計上しています。 

土木費における土木総務費では、特定空き家など解体工事や特定空き家等除

却補助金など、総額で５，５８０万５，０００円を計上しております。 

道路橋梁費では、町道の維持補修事業、道路除雪事業、町道や橋梁などの補
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修に要する経費など、総額で２億５７９万１，０００円を計上しています。 

河川費では、石子沢川排水機場等管理業務等の河川関係受託事業１，４７１

万９，０００円を計上しています。 

住宅費では、町営住宅管理事業や住宅改修等支援事業など、総額で２，７９

８万１，０００円を計上しております。 

都市計画費では、立地適正化計画改定業務委託や下水道事業会計への繰出金、

グラウンド・ゴルフ場管理業務など、総額で２億２，７５９万２，０００円を

計上しています。 

続きまして、消防費でありますが、山形市への消防事務委託、消防団員報酬

を含む非常備消防費、垂直避難拠点施設整備工事など、総額で３億６，４１６

万９，０００円を計上しています。 

教育費における教育総務費では、中山町学校の将来構想検討委員会委員報酬

や中体連県大会補助金などの事務局運営事業、外国語指導助手業務委託や特別

支援教育支援員の報酬を含む学校支援事業など、総額で１億２，８１７万円を

計上しています。 

小学校費では、長崎小視聴覚室フローリング化工事や高圧受電設備機器更新

工事、長崎及び豊田両小学校の管理に要する経費、ＧＩＧＡスクール対応学習

者用端末調達業務委託料を含む教育振興費など、１億２，２１３万１，０００

円を計上しています。 

中学校費では、中山中学校管理及び光熱水費等の施設管理に要する費用やＧ

ＩＧＡスクール対応学習者用端末調達業務委託料を含む教育振興費など、総額

で７，１０６万円を計上しています。 

社会教育費では、学校・家庭・地域の連携協働推進事業や中央公民館施設管

理事業、町立図書館や歴史民俗資料館の施設管理事業、お達磨の桜樹勢回復処

理委託や、文化団体等への各種補助金、旧柏倉家住宅の施設管理の修繕、公開

業務など、総額で１億９，１５６万２，０００円を計上しています。 

保健体育費では、ウォーキング大会や日本体育大学の集団行動合宿誘致、ス

ポーツ少年団活動補助金、町総合体育館をはじめ、町民プールや町民グラウン

ドなどの体育施設の維持管理経費、賄材料費や給食調理業務委託など、学校給

食センターの運営、洗浄室エコ給湯改修工事費ほか、施設管理に要する経費な

ど、総額で１億８，７９８万８，０００円を計上しています。 

続きまして、公債費につきましては、地方債の償還に要する元金分と利子分、

合わせまして総額で４億３，８８６万１，０００円を計上しています。 

以上の結果、歳出の総額では５９億５，７００万円となるものであります。 

第２表、地方債につきまして、斎場管理運営事業債１，１７０万円、道路橋

梁改良事業債７，７００万円、防災施設・整備事業債３，５４０万円、水防・
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流域治水事業債２，６５０万円、学校給食センター施設管理事業債１，２６０

万円、総額で１億６，３２０万円を借り入れるものでございます。 

以上、令和７年度一般会計予算の概要を申しあげましたが、諸施設の円滑な

遂行と効果的な予算の執行により、調整の着実な進展と町民福祉のより一層の

向上に最善の努力をしてまいりますので、よろしくご審議の上、ご可決賜りま

すようお願い申しあげます。 

 続きまして、議第９号「令和７年度中山町国民健康保険特別会計予算につ

いて」の提案理由を申しあげます。 

初めに、歳入の主なものについて申しあげます。 

国民健康保険税につきましては、一般被保険者分及び退職被保険者の滞納繰

越分を合わせて１億８，６５３万５，０００円を計上しております。 

県支出金につきましては、保険給付費等に要する費用に交付される普通交付

金等８億４，３２３万１，０００円を計上しております。 

繰入金につきましては一般会計からの繰入金として１億１，１１１万５，０

００円を計上しております。 

次に、歳出の主なものについて申しあげます。 

総務費につきましては、一般管理費や賦課徴収費等４，０９０万９，０００

円を計上しております。 

保険給付費につきましては、療養諸費や高額療養諸費８億３，２６６万５，

０００円を計上しております。 

国民健康保険事業費納付金につきましては、医療給付費分、後期高齢者支援

金分、介護納付金分を合わせまして、２億３，７７１万７，０００円を計上し

ております。 

保健事業費につきましては、特定健康診査等事業費や疾病予防費等１，６２

２万円を計上しております。 

以上の結果、令和７年度中山町国民健康保険特別会計の予算規模は、歳入歳

出それぞれ１１億４，３０２万６，０００円となるものでございます。 

よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申しあげます。 

続きまして、議第１０号「令和７年度中山町後期高齢者医療特別会計予算に

ついて」の提案理由を申しあげます。 

初めに、歳入の主なものについて申しあげます。 

後期高齢者医療保険料につきましては、特別徴収保険料及び普通徴収保険料

の合計で１億４，１４９万９，０００円を計上しております。 

負担金補助及び交付金につきましては、保険事業負担金等８０４万１，００

０円を計上しております。 

繰入金につきましては、一般会計からの繰入金として５，１８１万７，００
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０円を計上しております。 

次に、歳出の主なものについて申しあげます。 

総務費につきましては、健康診断委託料等１，０８１万２，０００円を計上

しております。 

広域連合納付金につきましては、保険料等負担金等１億９，０４６万２，０

００円を計上しております。 

以上の結果、令和７年度中山町後期高齢者医療特別会計の予算規模は、歳入

歳出それぞれ２億２００万５，０００円となるものでございます。 

よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申しあげます。 

続きまして、議第１１号「令和７年度中山町介護保険特別会計予算につい

て」の提案理由を申しあげます。 

初めに、介護保険特別会計予算につきましては、中山町第９期介護保険事業

計画に基づき、保険給付費や各種事業について予算の編成をしたところであり

ます。 

最初に、歳入の主なものについて申しあげます。介護保険料につきましては、

令和７年度の保険料納付対象となる第１号被保険者数を４，０１２人と見込み、

総額で２億９，０００万９，０００円を計上しております。 

国庫支出金につきましては、介護給付費負担金２億２，６６３万円を国庫負

担金として計上し、調整交付金及び地域支援事業交付金等を合わせた８，３１

５万６，０００円を国庫補助金に計上しております。 

支払基金交付金につきましては、介護給付費交付金及び地域支援事業支援交

付金を合わせた３億４，３４０万１，０００円を計上しております。 

県支出金につきましては、介護給付費県負担金１億７，４２０万９，０００

円を県負担金として計上し、地域支援事業交付金９２６万４，０００円を県補

助金に計上しております。 

一般会計繰入金は、介護給付費繰入金として１億５，４１６万９，０００円、

地域支援事業繰入金として９２６万４，０００円、低所得者保険料軽減繰入金

として８３１万９，０００円、その他職員給与費と介護認定等に要する事務経

費として６，５９９万９，０００円の合計２億３，７７５万１，０００円を計

上しております。 

次に、歳出の主なものについて申しあげます。 

総務費については、職員給与など総務管理費として４，４１４万４，０００

円、介護保険料の賦課徴収費として２４０万２，０００円、介護認定審査会費

として１，５７７万１，０００円を計上しております。 

また、介護保険事業の円滑な運営や介護保険の重要事項について、調査及び

審議等を行う運営協議会費として３４８万４，０００円を計上しております。 
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次に、保険給付費についてご説明いたします。 

まず、要介護１から要介護５までの認定者に対する介護サービス等諸費につ

いて１１億１，０６７万２，０００円を計上しております。 

次に、要支援１及び要支援２の認定者に対する介護予防サービス等諸費につ

いては４，６８６万円を計上しております。 

その他諸費については、審査支払手数料といたしまして、１３８万円を計上

しております。 

また、高額介護サービス等費については２４１０万８，０００円、高額医療

合算介護サービス等費として４４９万４，０００円、特定入所者介護サービス

等費として４，５８４万円を計上しております。 

次に、地域支援事業費についてご説明いたします。 

介護予防・生活支援サービス事業費につきましては、要支援１及び要支援２、

基本チェックリスト該当者に対する訪問及び通所事業や、緩和した基準による

サービス等にかかる費用として３，５９２万３，０００円を計上しております。 

全ての高齢者が対象となる一般介護予防事業費として、２４８万１０００円、

地域包括支援センター運営や生活支援コーディネーター業務、在宅医療・介護

連携推進事業の委託など、包括的支援事業・任意事業費として、２，３１２万

６，０００円を計上しております。 

また、保健福祉事業につきましては、地域支援事業では取り組むことができ

ない一般高齢者対象の介護予防事業についての経費として、高齢者見守り支援

事業２７万４，０００円を計上しております。 

予備費については、不測の保険給付費等の支出増大に対処するため、１，０

００万円を計上しております。 

以上の結果、令和７年度中山町介護保険特別会計の予算規模は、歳入歳出そ

れぞれ１３億７，２５３万４，０００円となるものでございます。 

よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申しあげます。 

続きまして、議第１２号「令和７年度中山町下水道事業会計予算について」

の提案理由を申しあげます。 

当町の公共下水道及び農業集落排水の使用状況を示す現在の水洗化率は、両

施設合わせて約８９％で、年々わずかながらではありますが上昇している状況

であります。 

町といたしましては、今後とも公共下水道及び農業集落排水の両施設の適切

な維持管理と普及拡大を図るとともに、経営の効率化と経営内容の改善を図り

ながら、本事業の目的である公共用水域の水質保全と生活環境の改善に万全を

期してまいりたいと思っております。 

当予算につきましては、地方公営企業法を適用した下水道事業となるため、
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予算書の構成は地方公営企業法施行規則に基づく内容となっております。 

第２条の業務の予定量につきましては、汚水処理戸数を公共下水道では３，

０８０戸、農業集落排水では４２０戸、年間総汚水処理水量を公共下水道では

８６万８，０００立方メートル、農業集落排水では１１万５，０００立方メー

トルを見込んでおります。 

また、建設改良費といたしまして、公共下水道の管渠建設改良費３，２２０

万円、流域下水道建設費負担金１，９２８万８，０００円、農業集落排水の処

理場建設改良費１７２万円等の合計で、５，４２０万８，０００円を計上して

おります。 

第３条の収益的収入及び支出につきましては、公共下水道事業の収入３億８

７１５万５，０００円、農業集落排水事業の収入を５，０９４万８，０００円、

公共下水道事業の支出を３億８，７１５万５，０００円、農業集落排水事業の

支出を５０９４万８，０００円計上しております。 

なお、公営企業会計の適用に要する経費の財源に充てるため、企業債１９０

万円を借り入れるものでございます。 

第４条の資本的収入及び支出につきましては、公共下水道事業の収入を３億

２，４７６万３，０００円、農業集落排水事業の収入を７７７万８，０００円、

公共下水道事業の支出を３億６，１８９万８，０００円、農業集落排水事業の

支出を１，４１４万５，０００円計上しております。  

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する４，３０５万２，０００円に

つきましては、過年度損益勘定留保資金及び当年度損益勘定留保資金で補てん

するものでございます。 

第５条の企業債につきましては、起債の目的、限度額、起債の方法等を定め

るものでございます。 

第６条の一時借入につきましては、一時借入金の限度額を定めるものでござ

います。 

第７条の予定支出の各項の経費の金額の流用につきましては、流用すること

ができる予算の項目を定めるものでございます。 

第８条の議会の議決を経なければ流用することができない経費につきまして

は、議会の議決がなければ流用することができない経費を定めるものでござい

ます。 

第９条の他会計からの補助金につきましては、一般会計から受ける補助金額

を定めるものでございます。 

第１０条は、資本剰余金の処分につきまして、資産譲渡により発生する損失

を埋めるための資本剰余金の金額を定めるものでございます。 

以上、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いを申しあげます。 
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議  長 議第８号から議第１２号までの令和７年度一般会計、各特別会計及び下水道

事業会計の新年度予算の質疑、討論、採決については、定例会最終日の３月１

３日に次の順序で行います。 

 初めに、議第８号の令和７年度中山町一般会計予算の質疑については、歳入

全体の質疑の後に、歳出は各款ごとに順を追って行い、最後に総括質疑を行い、

討論、採決の順で行います。 

 次に、議第９号から議第１１号までの令和７年度各特別会計予算の質疑につ

いては、各件ごとに歳入、歳出に大別して行った後、各件ごとに討論、採決の

順で行います。 

 次に、議第１２号の令和７年度下水道事業会計予算の質疑については、収益

的収入・支出と資本的収入・支出に大別して行った後、各件ごとに討論、採決

の順で行います。以上です。 

 日程第１１、議第１３号「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条

例の整理に関する条例の設定について」を議題といたします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長（佐藤俊晴君） 議第１３号「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例

の整理に関する条例の設定について」の提案理由を申しあげます。 

この条例は、刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律

の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴い、関係する条例の整

備を図るため提案するものであります。 

改正内容は、懲役及び禁錮を廃止し、これに代えて拘禁刑を創設すること、

また罰則の法定刑について、無期懲役及び無期禁錮は無期拘禁刑に、有期懲役

及び有期禁錮は長期及び短期を現行のものと同じくする有期拘禁刑に改めるも

のです。 

よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申しあげます。 

議  長 これから質疑を行います。 

ございませんか。 

          （なしの声あり） 

議  長 これで質疑を終わります。 

     これから討論を行います。 

まず、原案に反対の方の発言を許します。 

          （なしの声あり） 

議  長 次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

          （なしの声あり） 

議  長 これで討論を終わります。 

 これから議第１３号「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の
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整理に関する条例の設定について」を採決します。 

採決は起立によって行います。 

議  長 本案を原案のとおり決定することに、賛成の方は起立願います。 

（起  立） 

     起立全員です。したがって本案は原案のとおり可決されました。 

     日程第１２、議第１４号「中山町行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を

改正する条例の制定について」を議題といたします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長（佐藤俊晴君） 議第１４号「中山町行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改

正する条例の制定について」の提案理由を申しあげます。 

この条例改正は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便

性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基

本法等の一部を改正する法律の施行に伴い、行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律に条が新設されることで、条番号の改

正があり、関係する条例の整備を図るため、提案するものであります。 

よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申しあげます。 

議  長 これから質疑を行います。 

質疑ありませんか 

          （なしの声あり） 

議  長 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

まず、原案に反対の方の発言を許します。 

          （なしの声あり） 

議  長 次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

          （なしの声あり） 

議  長 これで討論を終わります。 

 これから議第１４号「中山町行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正

する条例の制定について」を採決します。 

この採決は起立によって行います。 

議  長 本案を原案のとおり決定することに、賛成の方は起立願います。 

（起  立） 

議  長 起立全員です。したがって本案は原案のとおり可決されました。 
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日程第１３、議第１５号「中山町犯罪被害者等支援条例の設定について」を

議題といたします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長（佐藤俊晴君） 議第１５号「中山町犯罪被害者等支援条例の設定について」の提

案理由を申しあげます。 

犯罪被害者等基本法において、地方公共団体の責務とされている犯罪被害者

等の支援について、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復、被害の軽減を図

るための必要な施策を推進し、犯罪被害者等を社会全体で支える体制を整える

ことにより、町民が安全で安心して暮らせる地域社会の実現を目指し、犯罪被

害者等の支援のための必要な事項を定めたものであります。 

よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申しあげます。 

議  長 これから質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

          （なしの声あり） 

議  長 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

     これから討論を行います。 

まず、原案に反対の方の発言を許します。 

     （なしの声あり） 

議  長 次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

          （なしの声あり） 

議  長 これで討論を終わります。 

 これから議第１５号「中山町犯罪被害者等支援条例の設定について」を採決

します。 

この採決は起立によって行います。 

議  長 本案を原案のとおり決定することに、賛成の方は起立願います。 

 （起  立） 

議  長 起立全員です。したがって本案は原案のとおり可決されました。 

日程第１４、議第１６号「中山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の

一部を改正する条例の設定について」を議題といたします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長（佐藤俊晴君） 議第１６号「中山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一

部を改正する条例の設定について」の提案理由を申しあげます。 

この条例改正は、育児時間または育児休業、介護休業等育児又は家族介護を

行う労働者の福祉に関する法律の改正等により、所要の改正を行うものであり

ます。 
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具体的に申しあげますと、中山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例につ

きましては、超過勤務の免除の対象となる職員の範囲を３歳に満たない子から

小学校就学の始期に達するまでの子のある職員に拡大します。 

また、子の看護休暇について、子の看護休暇の対象となる子の範囲を小学校

３年生までに拡大するとともに、子の行事、例えば入園、入学式、卒園式への

参加や感染症に伴う学級閉鎖等にも利用できるように取得事由を拡大します。 

そして、仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい環境を整備するため、意

向確認等に関する規定を追加します。 

次に、中山町職員の育児休業等に関する条例につきましては、部分休業の承

認について、非常勤職員に関する規定を整備するものであります。 

よろしくご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申しあげます。 

議  長 質疑はございませんか。 

          （なしの声あり） 

議  長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

まず、原案に反対の方の発言を許します。 

          （なしの声あり） 

議  長 次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

          （なしの声あり） 

議  長 これで討論を終わります。 

 これから議第１６号「中山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部

を改正する条例の設定について」を採決します。 

この採決は起立によって行います。 

議  長 本案を原案のとおり決定することに、賛成の方は起立願います。 

          （起  立） 

議  長 起立全員です。したがって本案は原案のとおり可決されました。 

日程第１５、議第１７号「特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改

正する条例の制定について」を議題といたします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長（佐藤俊晴君） 議第１７号「特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正

する条例の制定について」の提案理由を申しあげます。 

この条例改正は、これまで町長、副町長及び教育長の給料月額について、そ

れぞれ１０％、５％、３％の減額措置を行ってまいりましたが、これをさらに

１年間延長するためのものでございます。 

また、非常勤職員である予防接種健康被害調査委員会委員及び学校薬剤師の

報酬について、県や近隣市町村との均衡を図りながら見直しを行うなど、所要
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の改正を行うものであります。 

よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申しあげます。 

議  長 これから質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

          （なしの声あり） 

議  長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

まず、原案に反対の方の発言を許します。 

５番（斎藤眞一君） 給料減額について私は反対します。 

その理由は、今、町の議会で議会活性化特別委員会を立ち上げて、より良

い議会に進めようという方向性を示して活動しております。 

その議会活性化に特別職の減額処分がなされると非常に足かせになるとい

う思いで私は反対します。 

議  長 次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

          （なしの声あり） 

議  長 それでは、原案に反対の方の発言を許します。 

          （なしの声あり） 

議  長 次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

          （なしの声あり） 

議  長 これで討論を終わります。 

これから議第１７号、「特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正

する条例の制定について」を採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

          （起  立） 

議  長 起立多数です。したがって本案は原案のとおり可決されました 

日程第１６、議第１８号「中山町公共施設整備基金の設置、管理及び処分に

関する条例の設定について」を議題といたします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長（佐藤俊晴君） 議第１８号「中山町公共施設整備基金の設置、管理及び処分に関

する条例の設定について」の提案理由を申しあげます。 

現在、町では、持続可能なまちづくりに向けて、更新すべき公共施設を長期

的な展望に立ち、効率的に整備することで将来必要な行政サービスを安全かつ

安定的に提供できるよう、公共施設の再配置に係る具体的な検討を進めている

ところでございます。 

今回の条例設定は、公共施設の再配置に係る検討結果を踏まえた施設整備と
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既存施設の長寿命化対応等の維持修繕に加えるため、新たに基金を設置するも

のでございます。 

よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申しあげます。 

議  長 これから質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

          （なしの声あり） 

議  長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

 まず、原案に反対の方の発言を許します。 

          （なしの声あり） 

議  長 次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

          （なしの声あり） 

議  長 これで討論を終わります。 

 これから議第１８号「中山町公共施設整備基金の設置、管理及び処分に関す

る条例の設定について」を採決します。 

     この採決は起立によって行います。 

議  長 本案を原案のとおり、決定することに賛成の方は起立願います。 

 （起  立） 

議  長 起立全員です。したがって本案は原案のとおり可決されました。 

日程第１７、議第１９号「中山町町税条例の一部を改正する条例の制定につ

いて」を議題といたします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長（佐藤俊晴君） 議第１９号「中山町町税条例の一部を改正する条例の制定につい

て」の提案理由を申しあげます。 

この条例改正につきましては、行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用に関する法律（平成２５年法律第２７号）が改正されたことによ

り、中山町町税条例の一部を改正し、施行するものであります。 

主な改正内容は、参照する条文のずれを整備するための変更であります。 

よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申しあげます。 

議  長 これから質疑を行います。 

ございませんか。 

          （なしの声あり） 

議  長 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 

     これから討論を行います。 

まず、原案に反対の方の発言を許します。 

          （なしの声あり） 
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 議  長 次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

           （なしの声あり） 

議  長 これで討論を終わります。 

これから議第１９号、「中山町町税条例の一部を改正する条例の制定につい

て」を採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

      （起  立） 

議  長 起立全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

     日程第１８、議第２０号、「中山町家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長（佐藤俊晴君） 議第２０号「中山町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」の提案理由を申しあげ

ます。 

この条例制定は、厚生労働省が定める児童福祉施設の設備及び運営に関する

基準の一部改正に伴い、関係する条例の整備を図るため、提案するものであり

ます。 

改正内容は、食事の提供の特例に関する規定において、栄養士のみとされて

いたものに、管理栄養士が追加されたものでございます。 

よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申しあげます。 

議  長 これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

           （なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

議  長 これで質疑を終わります。 

     これから討論を行います。 

まず、原案に反対の方の発言を許します。 

      （なしの声あり） 

議  長 次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

           （なしの声あり） 

議  長 これで討論を終わります。 

これから、議題２０号「中山町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 

     この採決は起立によって行います。 

本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 
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           （起  立） 

議  長 起立全員です。したがって本案は原案のとおり可決されました。 

日程第１９、議第２１号「中山町町民休養交流センター「ひまわり温泉ゆ・

ら・ら」の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」

を議題といたします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長（佐藤俊晴君） 議第２１号「中山町町民休養交流センター「ひまわり温泉ゆ・

ら・ら」の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」

の提案理由を申しあげます。 

この条例改正は、中山町町民休養交流センター「ひまわり温泉ゆ・ら・ら」

の利用料金について、物価及び人件費が上昇している情勢をかんがみ、施設の

健全かつ持続可能な運営と利用者負担の適正化を図ることを目的として、セン

ター料金表を改正するものでございます。 

改正の具体的な内容につきましては、主なところを申しあげますと、入浴料

については５０円の引き上げとし、大人４００円、子ども、小学生２００円に、

宿泊料金における部屋代部分については一律２，０００円の引き上げなど、各

利用区分において料金を改正するものでございます。 

実際の料金改正については、周知期間等を勘案し、令和７年１０月１日を予

定しておるところです。 

よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申しあげます。 

議  長 これから質疑を行います。 

ございませんか。 

（なしの声あり） 

議  長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

まず、原案に反対の方の発言を許します。 

     （なしの声あり） 

議  長 次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

          （なしの声あり） 

議  長 これで討論を終わります。 

これから。議第２１号「中山町町民休養交流センター「ひまわり温泉ゆ・

ら・ら」の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」

を採決します。 

この採決は起立によって行います 

本案を原案のとおり、決定することに賛成の方は起立願います。 

（起  立） 
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議  長 起立全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

日程第２０、議第２２号「中山町議会の個人情報の保護に関する条例の一部

を改正する条例の制定について」を議題といたします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

議  長 須貝議会運営委員会委員長。 

議  長 休憩します。 

（午後１時５６分） 

議  長 再開します。 

（午後１時５９分） 

議会運営委員会委員長（須貝勝司君） 大変貴重な時間、休憩をとってしまい大変申し

訳ございません。 

それでは、議第２２号「中山町議会の個人情報の保護に関する条例の一部を

改正する条例の制定について」の提案理由を申しあげます。 

この条例改正は、行政手続における特定の個人の識別するための番号の利用

等に関する法律の一部改正及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、関

係条例を整備するためのものでございます。 

主な内容としましては、法令改正による文言の整理、引用法令の改正に伴う

条ずれの対応、また刑法等の改正により懲役を拘禁刑に改めるものであります。 

よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いを申しあげます。 

議  長 これから質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

（なしの声あり） 

議  長 質疑なしと認めます。 

     これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

まず、原案に反対の方の発言を許します。 

（なしの声あり） 

議  長 次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

（なしの声あり） 

議  長 これで討論を終わります。 

これから、議題２２号「中山町議会の個人情報の保護に関する条例の一部を 

 改正する条例の制定について」を採決します。 

議  長 この採決は起立によって行います。 

本案を原案の通り決定することに賛成の方は起立願います。 

（起  立） 

議  長 起立全員です。したがって本案は原案の通り可決されました。 
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日程第２１、議第２３号「中山町農業委員会委員の任命について」を議題と

いたします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長（佐藤俊晴君） 議第２３号「中山町農業委員会委員の任命について」の提案理由

を申しあげます。 

農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により、市町村長が議会の同

意を得て農業委員を任命することになりますので、齋藤由佳以下９名を中山町

農業委員会委員に任命いたしたいと存じ、ご提案申しあげる次第であります。 

齋藤由佳氏は、平成９年８月１３日生まれ、年齢は２７歳、お住まいは文新

田１地区であります。現在は自営業とあわせて兼業農家として６年間、桜桃を

主体に経営されている農業者でもあります。齋藤氏は、農業における実績に加

え、若手農業者の観点を取り入れる上で、農業委員として最適任と考えており

ます。 

石沢伸悦氏は、昭和２９年１１月３日生まれ、年齢は７０歳、お住まいは川

端地区であります。現在認定農業者として水稲、果樹を主体に経営されており、

現職の農業委員会会長でもあります。石沢氏は、農業及び農業委員における実

績に加え、人格、経験から、農業委員として最適任と考えております。 

髙橋聡彦氏は、昭和４４年１月１０日生まれ、年齢は５６歳、お住まいは下

川地区であります。令和２年に就農され、現在はハウスでのきゅうり栽培を中

心とした、施設野菜を主に営まれているかたわら、地区の農政推進委員も務め

られております。髙橋氏は農業における実績に加え、人格、経験から農業委員

として最適任と考えております。 

小松宏氏は、昭和３９年２月６日生まれ、年齢は６１歳、お住いは小塩２地

区であります。地域における中核的な専業農家の１人であり、認定農業者とし

て水稲を主体に経営されております。小松氏は、農業における実績に加え、人

格、経験から農業委員として最適任と考えております。 

髙橋富貴子氏は、昭和２６年７月１６日生まれ、年齢は７３歳、お住まいは

北小路地区であります。現在は認定農業者であるお子様及び夫とともに水稲を

主体として、果樹や野菜の作付け並びに農産加工品の販売など多角的に経営さ

れており、現職の農業委員でもあります。髙橋氏は、農業及び農業委員におけ

る実績に加え、人格、経験から農業委員として最適任と考えております。 

折笠満氏は、昭和２３年８月１９日生まれ、年齢は７６歳、お住まいは梅ヶ

枝町３地区であります。以前勤務されていた株式会社三和缶詰においては、マ

ッシュルームの生産指導に従事され、退職後は山形県農業総合研究センターに

て、農業の６次産業化を指導されてきた方であります。折笠氏は、農業を生業

としていない方であるということで、利害関係がない中立委員として応募があ
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った方であり、現職の農業委員でもあります。折笠氏は、企業人として農業に

携わってきた実績に加え、人格、経験から農業委員として最適任と考えており

ます。 

齋藤昌典氏は、昭和３２年１１月１１日生まれ、年齢は６７歳、お住まいは

達磨寺２地区であります。退職後の再雇用期間も含め、令和４年度末まで山形

農業共済組合に勤務された方であり、現在は専業農家として桜桃と桃を中心と

した果樹主体に経営されております。齋藤氏は職歴及び農業経営の実績に加え、

人格、経験から農業委員として最適任と考えております。 

小松茂夫氏は、昭和３４年１１月５日生まれ、年齢は６５歳、お住まいは小

塩１地区であります。現在は認定農業者として果樹主体に経営されており、現

職の農業委員でもあります。小松氏は、農業及び農業委員における実績に加え、

人格、経験から農業委員として最適任と考えております。 

志田紀子氏は昭和４０年８月２５日生まれ、年齢は５９歳、お住まいは柳沢

２地区であります。現在は認定農業者である夫とともに果樹主体での農業経営

を行っており、現職の農業委員でもあります。志田氏は、農業及び農業委員に

おける実績に加え、人格、経験から農業委員として最適任と考えております。 

以上、よろしくご審議の上、ご同意を賜りますようお願いを申しあげます。 

議  長 これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

議  長 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

議  長 これから討論を行います。 

まず、原案に反対の方の発言を許します。 

（なしの声あり） 

議  長 次に原案に賛成の方の発言を許します。 

          （なしの声あり） 

議  長 これで討論を終わります。 

お諮りします。 

これから、議第２３号「中山町農業委員会委員の任命について」を採決しま

す。 

議  長 本来ならば、原則として１人ずつ諮らなければなりませんが、一括して採決

することにご異議ありませんか。 

          （なしの声あり） 

議  長 異議なしと認めます。したがって、本件は一括して採決することに決定しま

した。 
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この採決は起立によって行います。 

本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。 

（起  立） 

議  長 起立全員です。したがって、本件はこれに同意することに決定しました。 

日程第２２、議第２４号「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることにつ 

いて」を議題といたします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長（佐藤俊晴君） 議第２４号「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについ

て」の提案理由を申しあげます。 

当町には現在４名の人権擁護委員がおり、鈴木祐吉氏が令和７年６月３０日

に任期が満了となります。 

このため、後任の人権擁護委員の候補者について人選を進めてきたところで

ございますが、このたび佐藤徳彦氏を推薦いたしたく、人権擁護委員法第６条

第３項の規定により議会の意見を求めるため提案するものであります。 

佐藤氏は梅ケ枝町１地区在住で、年齢は６４歳であります。財団法人山形健

康推進機構に勤務のかたわら、長らく青少年の健全育成活動に尽力され、人格

識見とも高く、広く社会の実情に通じていることに加え住民の信頼も厚く、人

権擁護委員として最適任と考えております。 

よろしくご審議の上、ご賛同いただきますよう、お願い申しあげます。 

議  長 これから質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

（なしの声あり） 

議  長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

まず、原案に反対の方の発言を許します。 

          （なしの声あり） 

議  長 次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

（なしの声あり） 

議  長 これで討論を終わります。 

お諮りします。 

議第２４号「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」は、適

任と答申したいと思います。 

議  長 これにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議  長 異議なしと認めます。したがって、本案は適任と答申することに決定しまし

た。 
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日程第２３、請願１件を議題といたします。 

受理番号第１号「国による学校給食の無償化を求める意見書の提出につい

て」総務文教常任委員長の報告を求めます。  

議  長 鈴木総務文教委員長。 

総務文教常任委員会委員長（鈴木徹雄君） 請願審査の報告を申しあげます。 

本委員会に付託されました請願を審査した結果、下記のとおり決定したので、

会議規則第９２条第１項の規定により報告いたします。 

請願名、受理番号第１「国による学校給食の無償化を求める意見書の提出に

ついて」です。付託年月日令和７年３月４日、審査の経過は、本案につき慎重

に審査した結果、次のとおり決定したものです。 

審査の結果、採択とする。理由、願意妥当と認める。 

以上です。 

議  長 これから委員長報告に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

           （なしの声あり） 

議  長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

     これから討論を行います。 

まず、本請願に対し反対の方の発言を許します。 

           （なしの声あり） 

議  長 次に、本請願に対し賛成の方の発言を許します。 

           （なしの声あり） 

議  長 これで討論を終わります。 

これから、受理番号第１号「国による学校給食の無償化を求める意見書の提

出について」を採決します。 

この採決は起立によって行います。 

議  長 この請願に対する委員長の報告は採択です。 

     この請願は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

            （起  立） 

議  長 起立全員です。したがって、「国による学校給食の無償化を求める意見書の

提出について」は、委員長報告のとおり採択することに決定しました。 

議  長 これで本日の日程は全部終了しました。 

本日はこれで散会といたします。 

お疲れさまです。 

（午後２時１５分） 
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     以上、会議の概要を記載し、相違ないことを証するため署名します。 

 

       令和７年３月５日 

 

                  議  長  鎌 上  徹 

 

                  署名議員  村 山  隆 

 

                  署名議員  渡 邉  史 


